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平成28年３月３日（木曜日）

午前９時58分開会

会議に付託された議案等

○議案第46号 平成27年度宮崎県一般会計補正

予算（第４号）

○議案第58号 平成27年度宮崎県育英特別会計

補正予算（第１号）

○議案第59号 平成27年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）補正予算（第１号）

○議案第60号 平成27年度宮崎県公営企業会計

（工業用水道事業）補正予算（第

１号）

○議案第61号 平成27年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）補正予算（第

１号）

○議案第66号 教育関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例

○議案第69号 市町村立学校職員の給与等に関

する条例等の一部を改正する条

例

○議案第74号 教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・宮崎県育英資金の債権管理上必要な訴えの提

起、和解及び調停について（別紙３）

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・平成27年の交通事故情勢と本年の取組につい

て

・企業局施設活用促進・ＰＲ事業について

・一ツ瀬川県民ゴルフ場 開業25周記念事業「ク

リスマスコンペ」について

・企業局施設見学ツアー（工業用水道施設）に

ついて

・平成31年度全国高等学校総合体育大会南部九

州大会の開催について

出席委員（７人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 日 高 博 之

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野  明

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 野 口 泰

警 務 部 長 新 島 健太郎

警務部参事官兼
鬼 塚 博 美

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 片 岡 秀 司

刑 事 部 長 黒 木 典 明

交 通 部 長 鳥 井 宏 一

警 備 部 長 金 井 嘉 郁

警務部参事官兼
永 野 博 明

警 務 課 長

生活安全部参事官兼

地 域 課 長 兼 長 友 信 明

生活安全企画課長

生 活 環 境 課 長 児 島 孝 思

総 務 課 長 小 野 博

警務部参事官兼
廣 澤 康 介
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会 計 課 長

少 年 課 長 藤 川 寿 治

交 通 規 制 課 長 大 野 正 人

運 転 免 許 課 長 鍋 倉 幸 次

企業局

企 業 局 長 四 本 孝

副 局 長
梅 原 裕 二

（ 総 括 ）

副 局 長
満 留 康 裕

（ 技 術 ）

総 務 課 長 沼 口 晴 彦

経 営 企 画 監 森 本 誠 二

工 務 課 長 新 穗 伸 一

開 発 企 画 監 上 石 浩

電 気 課 長 喜 田 勝 彦

施 設 管 理 課 長 平 松 信 一

総 合 制 御 課 長 新 見 剛 介

教育委員会

教 育 長 飛 田 洋

教 育 次 長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

教 育 次 長
川井田 和 人

（教育政策担当）

教 育 次 長
川 﨑 辰 巳

（教育振興担当）

総 務 課 長 大 西 祐 二

参事兼財務福利課長 田 方 浩 二

学 校 政 策 課 長 川 越 良 一

学 校 支 援 監 永 山 良 宣

特別支援教育室長 坂 元 厳

教 職 員 課 長 西 田 幸一郎

生 涯 学 習 課 長 恵 利 修 二

スポーツ振興課長 古 木 克 浩

文 化 財 課 長 大 西 敏 夫

人権同和教育室長 黒 木 政 信

県 立 図 書 館 長 福 田 裕 幸

県立美術館副館長 川 越 雅 彦

総 合 博 物 館 長 冨 髙 敏 明

県 立 西 都 原
入 倉 俊 一

考 古 博 物 館 長

埋 蔵 文 化 財
岩 切 隆 志

セ ン タ ー 所 長

事務局職員出席者

政策調査課主幹 西久保 耕 史

議 事 課 主 事 八 幡 光 祐

○重松委員長 ただいまから、文教警察企業常

任委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりで御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、議案第69号市町村立学校職員の給与等

に関する条例等の一部を改正する条例に対する

人事委員会の意見についてであります。

お手元に配付してある資料をごらんください。

これは、地方公務員法第５条第２項の規定に

基づき、議会は人事委員会の意見を聞くことに

なっており、その回答でありますので、御参考

にお配りしております。

それでは、執行部入室のため暫時休憩いたし

ます。

午前９時58分休憩

午前10時０分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

平成28年３月３日(木)
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皆さん、おはようございます。

当委員会に付託されました議案等について本

部長の説明を求めます。

○野口警察本部長 おはようございます。警察

本部です。よろしくお願いいたします。

委員長を初め、委員の皆様には、日ごろから

警察業務全般にわたり格別の御理解と御協力を

いただき、心より御礼申し上げます。

議案説明の前に、２月19日付で執行部職員に

変更がありましたので紹介いたします。

地域課長兼生活安全企画課長の長友警視でご

ざいます。

本日、御審議をいただきます案件につきまし

ては、議案として、「平成27年度宮崎県一般会計

補正予算」、報告事項としまして、損害賠償額を

定めたことについて、さらに、そのほかの報告

事項としまして、平成27年中の交通事故情勢と

本年の取り組みについてでございます。

それぞれの担当部長から報告をさせますので、

御審議のほどよろしくお願いいたします。

私のほうからは以上でございます。

○重松委員長 本部長の概要説明が終了いたし

ました。

初めに、議案に関する説明を求めます。

○新島警務部長 それでは、平成28年２月定例

県議会提出の議案第46号「平成27年度宮崎県一

般会計補正予算（第４号）」の公安委員会関係に

ついて御説明いたします。

お手元に、文教警察企業常任委員会資料とい

う題名の資料を準備させていただいております

ので、これと議会資料の平成27年度２月補正歳

出予算説明資料という冊子で御説明いたします。

平成27年度２月補正歳出予算説明資料で

は、441ページからの記載となります。

それでは、お配りしております資料の２枚目

にあります資料１、平成27年度２月補正予算の

１の概要をごらんください。

本議案に係る補正予算は、マイナス５億3,200

万6,000円の減額補正であります。

その内訳は、職員の人件費の執行残等による

減額、その他の物件費の入札残による減額など、

減額の総計がマイナス６億7,931万8,000円。ま

た、警察航空機ひむかのエンジンに火山灰が付

着し、飛行できない状況となっていることから、

その緊急の改修費が必要になったこと。免許証

更新に当たり、法令で義務づけられている高齢

者講習の受講者の増加に伴う委託料の増額等、

増額が総計でプラス１億4,731万2,000円であり

まして、その相殺額が５億3,200万6,000円の減

額となるものであります。

今回の補正によりまして、補正後の予算額は、

恩給及び退職年金費を除きまして、263億9,747

万8,000円となります。

それでは、今回の補正の内容を科目別・事項

別に御説明いたしますので、資料１の２、事項

別補正予算額と主な補正事業をごらんください。

歳出予算説明資料につきましては、445ページ

からになります。

まず、資料１の項目２の一覧に記載しており

ます会計、科目、事項の欄をごらんください。

（会計）一般会計（款）警察費（項）警察管

理費（目）公安委員会費（事項）委員報酬、補

正額、マイナス７万8,000円でございますが、こ

の減額は、公安委員の日額報酬分において、実

績日数が見込みより少なかったことによる不用

額であります。

次の、（事項）委員会運営費、補正額マイナス21

万3,000円でございますが、これは、公安委員会

運営に要する経費の執行残に伴う補正でありま

して、その内容は旅費等の執行残であります。



- 4 -

平成28年３月３日(木)

次に、（目）警察本部費（事項）職員費、補正

額、マイナス１億8,573万9,000円でございます

が、これは、職員の人件費の執行残に伴う減額

と、人事委員会勧告に基づく勤勉手当の率が0.1

カ月分ふえたことなどによる約２億2,000万円の

増額分を相殺した後の減額補正であります。

具体的には、給料や職員手当につきましては、

職員全員が休むことなく働いた場合を想定して

予算化しておりますが、実際には中途退職者や

求職者がいることから不用額が生じたものでご

ざいます。

次に、（事項）運営費、補正額、マイナス１億512

万2,000円でございますが、これは、警察職員設

置に要する経費の執行残に伴う補正であり、そ

の主なものは、駐在所等協力家族報償費・駐在

所等接遇費・交番等接遇費、マイナス2,122

万2,000円、新たな時代に対応する警察通信指令

システム整備事業、マイナス1,039万7,000円で

あります。

駐在所等協力家族報償費・駐在所等接遇費・

交番等接遇費とは、主に、駐在所に勤務する警

察官の配偶者が、警察官の不在時に駐在所に来

所した住民等の応接を行うことに対する謝金で

ございます。しかし、当初予算で見込んでいた

とおり家庭の事情等により配偶者が同居できな

い場合もあるため、不用額が生じたものであり

ます。

新たな時代に対応する警察通信指令システム

整備事業とは、県内における年間約７万件の110

番通報を集中管理する110番情報管理システ

ム、110番通報の場所や事案の発生場所を地図上

に表示する地図情報システム、パトカーや捜査

用車の位置を表示させるパトカー動態管理シス

テム等により110番通報や現場の情報を警察本部

や警察署で共有するためのシステムのリース料

で、今年度は５年に一回の更新に係る入札を実

施したことから、その入札残が生じたものであ

ります。

次に、（目）装備費（事項）装備費、補正額、

プラス5,636万円でございますが、これは、警察

機動力及び警察装備の計画的整備充実強化と装

備資機材に要する経費に係る補正でありまして、

その主なものは、警察航空機（ひむか）緊急改

修整備事業、プラス8,683万9,000円であります。

警察航空機、いわゆるヘリコプターは航空法

の規定に基づき、１年に一回、定期耐空証明更

新検査を行う必要があります。検査業者の整備

工場に搬入し双発エンジンを２つとも検査した

ところ、火山灰の影響とされる二酸化ケイ素が

エンジン内部に付着堆積し、その結果、冷却性

能が低下し、排気温度が基準値を上回るなど、

航空法に基づく基準を満たしておらず飛行不能

状態となっていることが判明いたしました。し

たがいまして、警察航空機（ひむか）緊急改修

整備事業としては、性能低下しているエンジン

の交換修理を行い、基準をクリアする性能を確

保し、各種警察業務の上空からの有事対策体制

を維持するための改修費用を計上しているもの

でございます。

次に、（目）警察施設費（事項）警察施設費、

補正額、マイナス813万5,000円でございますが、

これは、警察施設の計画的整備と適正な維持管

理に要する経費の執行残に伴う補正でありまし

て、その主なものは、交番・駐在所庁舎新築費、

マイナス750万5,000円でございます。

交番・駐在所庁舎新築費につきましては、平

成27年度は、延岡駅交番、えびの警察署管内の

五日市駐在所の建設、平成28年度には川南交番

を建設するための移転候補地の土地購入費等で

ありますが、この建設に係る費用及び土地購入
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費の執行残が生じたものでございます。

次に、（事項）警察署庁舎建設費、補正額、マ

イナス3,735万2,000円でございますが、これは、

警察庁舎建設に要する経費の執行残に伴う補正

でありまして、えびの警察署庁舎建設整備事業、

マイナス3,735万2,000円でございます。

えびの警察署庁舎建設整備事業につきまして

は、平成27年度は、基本・実施設計費、土地の

購入費、土地の造成費を予算化しておりました

が、基本・実施設計委託に係る入札残や土地購

入費に執行残が生じたものであります。

次に、（目）運転免許費（事項）運転免許費、

補正額、プラス3,345万2,000円でございますが、

これは、運転免許試験及び各種講習その他運転

免許事務処理に要する経費に係る補正でありま

して、その主なものは、道路交通法に伴う講習

体制整備事業費、プラス3,350万9,000円であり

ます。

道路交通法に伴う講習体制整備事業費の増額

は、県内の運転免許保有者に占める高齢者の割

合が年々増加しており、それに伴う高齢者講習

の受講者数も当初に見込んでいた人数よりも

約6,000人ふえることが判明したため、不足額が

生じたものであります。

次に、（項）警察活動費（目）警察活動費（事

項）一般活動費、補正額、マイナス8,853万2,000

円でございますが、これは、生活安全、刑事及

び交通等警察活動全般に要する経費の執行残等

に伴う補正でありまして、その主なものは、被

留置者経費、マイナス1,176万4,000円、警衛警

備対策事業、マイナス4,480万7,000円でありま

す。

被留置者経費の減額は、被留置者の給食費に

つきまして、支給した給食数が、予算措置した

給食数の年間延べ２万8,000人分を下回る見込み

となったこと等による不用額です。

警衛警備対策事業の減額は、この１年間に２

度の警衛警備がありましたが、その実施に当た

り、各種消耗品や通信費、使用料等において、

入札残や執行残により、不用額が生じたもので

あります。

次に、（事項）交通安全施設維持費、補正額、

マイナス1,551万7,000円でございますが、これ

は、交通安全施設維持管理に要する経費の執行

残に伴う補正でありまして、その内容は、信号

機に係る電気料の不用額や、信号機等の制御を

行うための通信回線使用料の執行残であります。

次に、（事項）交通安全施設整備事業費、補正

額、マイナス１億8,113万円でございますが、こ

の交通安全施設整備事業に要する経費の補正の

主なものは、交通管制及び信号機改良等整備費

マイナス6,220万2,000円、円滑化対策事業費マ

イナス7,401万2,000円であります。

交通管制及び信号機改良等整備費及び円滑化

対策事業費につきましては、いずれも国庫補助

対象の事業費であります。

この補助事業の内容としましては、信号機を

高度化し、車がスムーズに流れるような仕組み

を構築するための機器費及び工事費に対する補

助金でありますが、この補助金の予算が財務省

の査定により減額されたことに伴い、宮崎県の

補助金につきましても交付決定額が減額された

ことによる補正であります。

私のほうの説明は以上でございます。

○重松委員長 議案に関する執行部の説明が終

了いたしました。質疑はありませんか。

○図師委員 今、説明がありましたが、ひむか、

ヘリコプターの改修整備事業なんですけれども、

この事態に至ってしまった落ち度はどこにあっ

たんでしょうか。
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○片岡生活安全部長 このヘリコプターは、平

成23年の３月末に国費で購入しております。そ

の際に、警察庁が４件分、４機まとめて購入し

ており、そのうちの１機が本県に配置になった

ということでありますけれど、このときの警察

庁の入札で、仕様に、火山灰を除去するフィル

ター装置というものがついておらず、４機のう

ちの１機が当県に配置になりました。23年３月

から運用してまいりましたけれども、26年ぐら

いから、先ほど申しました原因不明でエンジン

内の温度が上がり、結果、エンジンの出力が徐

々に下がってくるということで、26年の５月に、

双発のヘリコプターでありますけれど、２台の

うちの１台のエンジンを交換いたしました。そ

のエンジンの製造元はフランスのターボメカ社

というところでありますけれども、そこのメー

カーが分解して調査したところ、火山灰の成分

である二酸化ケイ素が溶けて付着しておるのが

原因ということがわかったのが、昨年の６月で

あります。

経緯は以上であります。

○図師委員 今、火山灰を除去するためのフィ

ルターがなかったということなんですが、そう

いうことは導入前に想定できなかったものなん

でしょうか。

○片岡生活安全部長 当時、火山灰が付着して

エンジンの性能が低下するということは想定し

ておりませんでした。これは警察庁もというこ

とでありますけれども、その前の旧ひむかは違

うヘリコプターでありましたけれども、旧ひむ

かにつきましては、購入したときから、フィル

ターではありませんけれども、セパレーターと

いう機器が初めからついており、異常は発生し

なかったということであります。

以上であります。

○図師委員 考え方にもよるんでしょうけれど

も、国が４機まとめて入れたうちの１機が宮崎

に回ってきたというような説明でしたけれども、

これの修繕にかかった費用は県も２分の１で単

独で負担しておるんですが、これ全額、国に要

求することはできなかったんですか。

○新島警務部長 ヘリコプターは、配備そのも

のは国費なんですけれども、維持費につきまし

ては県費でも対応するということになっており

まして、このような予算を計上させていただい

ております。

○図師委員 要は、このヘリコプターが定期的

に巡回する中で機能がどんどん低下してきた、

また、フィルターがないがゆえに冷却機能が低

下して温度が上がり、最悪の状況で、エンジン

交換で8,000万円以上かかっているということ

で、やはり使用している側、県側には余り落ち

度はなかったんだろうなと推測しますが、運用

費の経費に関しては県も負担する義務があると

いうような説明でしたので、今回の修繕はもう

やむなしというような理解になりますね。その

ような理解でよろしいでしょうか。

○新島警務部長 そうでございます。

○図師委員 わかりました。

○緒嶋委員 高齢者の講習は、もう70歳以上に

なれば当然、義務的にやるわけですが、免許証

の返納というか、その絡みでは、約3,000万も違

いが出たわけだが、これは想定できなかったわ

けですね。最初から予算で組めなかったのかど

うか。

○鳥井交通部長 高齢運転免許保有者というの

は、現在19万人近くおりまして、10年前と比べ

ると５～６万人増加しておるところです。そし

て、70歳以上の皆さんは高齢者講習をしていた

だくわけなんですけれども、高齢者講習を受け
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られる期間というのが、誕生日を基準にして５

カ月前から誕生日が過ぎて１カ月まで、半年間

有効なわけなんです。それとまた、高齢者の中

には、運転免許課のほうに申請をして免許を自

主返納される方が昨年2,000人いたんですけれ

ど、自主返納も何もされずに、病気とかで亡く

なられたということで期限失効をされる方が年

によっては5,000人いたり6,000人いたりという

ことで、非常に先読みが難しいと。

具体的には、27年度、２万8,000人の高齢者講

習を予定していたところなんですけれども、そ

れが若干6,000人ほど上回って３万4,000人にな

るような勢いということで、増額の補正になっ

たところでございます。

○緒嶋委員 当然、補正して、当たり前のこと

でありますけれども、当初予算で組んで、それ

は高齢者誕生日の６カ月の猶予というか、その

間の変動でこうなったんだろうと思いますけれ

ども、私は、こういう必要なものは当初予算で

組むのが本当じゃないかなという気がします。

予算執行としては、必要なものは何とかそうい

う形でやるが、当初で組めるものは組んだほう

がいいんじゃないかなという気もいたします。

それと、返納される人がふえるということは、

この前のような、起訴されましたけれども、あ

の事件なんか、そういうことを考えれば、やは

り返納していただくというのが、警察としては

ありがたいと思います。大阪でもあのような、

事故も起こったことであり、今後とも安心して

住める地域をつくるためには、運転手は信頼で

きる運転手じゃないといかんわけですので、ぜ

ひ高齢者講習というのは積極的に対応していた

だいて、また、返納する人が積極的に返納でき

るような、これは家族の協力がないとなかなか

できない面もあるので、そういうことを含めて、

交通安全協会あるいはその地域の交通安全にか

かわる人たちの協力も得ながら、ぜひ、積極的

に講習を進めていただきたいと思います。また、

講習経費というのは、予算の中の１人の経費と

いうのは、どのくらいかかるもんですか。

○鳥井交通部長 予算的には１人当たり、75歳

以上と75歳未満で異なってくるんですけれど

も、75歳未満は5,600円、75歳以上の方は5,200

円となっております。

○緒嶋委員 この補正額というのは、70歳以上

の人が自動車学校に行って納める金が、収入に

なるわけですか。この補正額の財源。

○鳥井交通部長 そのとおりでございます。証

紙で振り込むわけですので全て県の収入になっ

て、自動車学校に委託しておりますので、自動

車学校は１カ月後に、かかった費用を請求する

というような仕組みになっております。

○緒嶋委員 講習経費というのは、公的な金は

要らないって、個人の負担がこの収入になると

理解していいわけですか。

○鳥井交通部長 はい。そのとおりです。

○緒嶋委員 なら、これは問題ないわけだな。

○中野委員 関連でいいですか。私は、70歳以

上のこれを受けたんです。４時間か、３時間か

な、それでいいんですけれど。これで、はがき

が来ますよね。データとして、年齢ごとにデー

タがぴしっとあるんじゃないですか。だから、70

歳以上の講習を受ける、免許切りかえに来る人

は、ことしは何人、来年は何人とか、そこまで

分析できるでしょ。今のシステムというのは。

○鳥井交通部長 委員が御指摘のとおり、高齢

運転者の数というのは当然把握しているところ

です。先ほど御説明しましたとおり、更新期間

が誕生日前５カ月、誕生日後１カ月あるという

ことで、特に自動車学校に委託しているわけな
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んですけれども、どうしても３月ごろは卒業シ

ーズンと相まって自動車学校のキャパがない場

合に、年度をまたいで４月、５月に高齢者講習

をお願いしたりするわけなんです。そういった

ように、年度をまたぐため人数にずれが出てく

ると。

それと、先ほど御説明いたしましたように、

亡くなられたり病気で何も更新手続をとらずに

自動的に期限失効される方が年間5,000人程

度、6,000人程度おられるということで、正確な

数字をはじき出せないというのが現状でござい

ます。

ただ、委員が御指摘のとおり、大体毎年の状

況、それと高齢運転者というのはふえています

ので、その辺の推移をしっかり分析しながら、

必要な金額は当初予算の段階から組んでいきた

いと考えております。

○中野委員 だから、データの中で返納する人

はわかりませんよね。逆に、予定よりかマイナ

スならいいけれど、3,300万ふえているというこ

とは、講習を委託するわけでしょう。すると、

私も五千何ぼ払いましたけれど、5,000円を払っ

て、その金額プラス、また県から委託費を別に

講習所にやるわけですか。だから、70歳以上の

講習の費用を、今、言われた五千何ぼという額

を指定して、そういう民間の免許証を取得する

ところに委託するわけでしょう。それを委託す

る場合に、今、言ったように、本人からは5,000

円取るじゃないですか。すると、委託先に１人

当たり、また、県はそれに上乗せして、別途何

ぼか出しとるという話ですか。

○鳥井交通部長 これはあくまでも自動車学校

と個別に契約を結んでいる、委託するわけです

けれども、単価はほとんど一緒でございます。

ですから、かかった費用といいますか、5,600円

の範囲内でやっているわけですので、それ以上、

県からお金をもらうとか、そういうのはござい

ません。

○中野委員 じゃ、自動車練習所については、

もう講習を受ける人の金額で賄うということで、

また県が何ぼか上乗せして出すということじゃ

ないということですか。

○鳥井交通部長 そのとおりでございます。

○中野委員 すると、ここでふえる費用という

のは何だったですか。私は、説明を聞き取れん

かった。高齢者講習で3,300万ふえた中身という

のは。

○鳥井交通部長 その講習手数料でございます。

２万8,000人と読んでいたところが、２月、３月

の勢いからすると、どうも３万4,000人になるよ

うだということで、この増額補正でございます。

○廣澤会計課長 高齢者講習につきましては、

自動車学校のほうに委託しておりますので、そ

の委託料が結局、最終的に足らなくなるという

ことで増額をさせていただくということでござ

います。

○中野委員 だけど、今の説明では受講者の金

額が全てだということだったじゃないですか。

その分で賄っているということだったから、本

人から取るのは五千何ぼだけれど、そのほかに

県から別にまた１人当たり何ぼ出しているとい

うことでしょう、今の説明は。どういうことで

すか。

○廣澤会計課長 高齢者講習を受けられる方は、

いわゆる証紙を購入されるわけですから、それ

の、県のほうの収入はございます。

○中野委員 すると、ふえた分は、また、どっ

ちみち講習するところに出さんといかんでしょ

う。

○緒嶋委員 証紙の収入はどこに予算的に計上
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されるわけですか。

○廣澤会計課長 証紙収入につきましては、県

のほうの歳入として入ります。手数料として入

ります。

○緒嶋委員 手数料の中ですか。それは、一般

会計のほうにあえて計上するということですか。

○中野委員 だから、とにかく１人当たり、高

齢者負担五千何ぼで全てを賄っているという話

ですから、県は出し前もないし、取り前もない

ということです。そうでしょう。

○鳥井交通部長 先ほど5,600円ということで、

各自動車学校と5,600円の範囲で入札等をやって

契約を結んでいるわけですけれども、単価とし

ては、75歳未満……。

○中野委員 単価はどうでもいいんだよ。だか

ら、私が受けにいって、5,500円払ったわけです。

その金は丸々講習所に入るわけでしょうって。

○鳥井交通部長 一回、県に入ります。その後、

１カ月後に自動車学校が、これだけしましたか

ら単価の、例えば5,378円掛ける10人分の講習費

を受け取るということです。

○中野委員 ふえた分というのは、マイナスが

どっかにあるわけ。

○重松委員長 ちょっとお待ちください。会計

課長、もう一遍わかりやすく説明してください。

○廣澤会計課長 繰り返しになりますけれども、

証紙でお支払いいただいたものは県の歳入とな

ります。その分がそのまま高齢者講習を委託し

ておる自動車学校のほうにそっくり回るという

わけではなくて、委託料として別に予算を措置

させていただいております。その委託料が今

回、3,000万ほど足らなかったということで、

約3,000万の補正を増額させていただくというシ

ステムでございます。

○中野委員 いや、だから、それだったらわか

るんですが、さっきの説明では、受講者が5,000

円払った金で全て賄うというような説明だった

から、何で上がってくるのと、聞いておるんで

す。だから、今の説明ならそれはいいです。本

当は、今、１人講習を受けると、実際は8,000円

で契約しているけれども、本人から取るの

は5,500円であって、あと1,000円とか2,000円は、

県が委託料として払うわけでしょう。それがこ

のふえた分ということですか。

○廣澤会計課長 確かに、手数料につきまして

は、先ほど交通部長が申し上げましたとおり、75

歳未満の方については5,600円、それから、75歳

以上の方については5,200円の手数料、いわゆる

証紙収入となっておりますけれども、自動車学

校のほうに委託している分は、ほぼ同額ではご

ざいますが、今の手数料より若干安目になって

おります。

○中野委員 だから、要は、１人当たり講習を

受けると、実際の単価は何ぼですか。その中で、

本人から取るのが仮に5,000円あれば、あと2,000

円は県で出しているという話ですか。私は、だ

から１人当たり講習を受けた場合の単価は何ぼ

入っているのか、逆になっているかという話を

聞きたかったんです。

○廣澤会計課長 ※75歳未満の方の5,600円に対

しまして、委託料は5,440円でございます。75歳

以上の方につきましては、手数料5,200円に対し

まして、5,020円でございます。

○中野委員 それやったらわかる。同額みたい

な説明されるからわからないです。

○重松委員長 よろしいですか。

○中野委員 はい。

○重松委員長 ほか、ございますか。

○中野委員 例えば、警察の職員費、駐在費、

※11ページに訂正発言あり
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協力報償費とか、この分１億8,500万、これは駐

在所が何カ所あって、例えば、単身で行く人、

それは人事異動で変わってきます。これは対象

としては何カ所ですか。

○片岡生活安全部長 駐在所等協力家族報償費

のいわゆる対象施設は119施設になります。駐在

所が106、それと、交番でありますけれども、居

住しておる交番を足しまして、119施設となって

おります。

なお、不用額でありますけれども、独身や単

身が配置になった場合と、もともと奥さんが一

緒に住んでおりますが、途中、出産等でいなく

なったとか、そういうので17世帯分、1,517

万5,000円の不用額が駐在所等協力家族報償費に

つきましては出たということであります。

以上であります。

○中野委員 わかればですけれど、去年の減額

は幾らぐらいですか。去年の減額、金額は。

○廣澤会計課長 手元に資料がございません。

はっきりとした額はあれですが、記憶によりま

すと、ことしと余り変わらない額であったと記

憶しております。

○井本委員 信号の件で、要するに年間12～13

本しかつけられんということで、区切られとる

んだけれども、これは、他県も大体同じような

状況ですか。こういう信号機がつけられんとい

う状況ですか。やっぱり区切られてしまうとい

うのは他県も同じなんですか。

○鳥井交通部長 限られた予算でやっていると

いう点については、他県も同様と判断しており

ます。うちとしても交通の安全のために必要な

箇所に信号機を設置するという方針に変わりは

ないところで、財政状況等を考慮すれば、調べ

てはいませんけれど、私は他県も同様と考えま

す。ただ、信号機の設置率という点では、本県

は九州内でも非常に高い数値を示していたこと

は確認しておるところです。

○中野委員 ちょっと確認。信号機はみんな、

県単ですか、補助事業ですか。

○鳥井交通部長 これは、県の単独事業と国の

補助事業、２本立てで進めておるところです。

○中野委員 信号機改良というのは新しくつく

るものですか。ＬＥＤにつけかえるものですか。

これは、マイナス補正には新しく信号機をつけ

るという分は入ってないんですね。

○鳥井交通部長 この警察の資料でつくってお

ります交通管制及び信号機改良等事業、円滑化

対策事業は、先ほど委員等からあったように、

いずれも信号機をＬＥＤ化するとか制御機をか

えるとか、そういったものでございます。信号

機は予定どおり、昨年、前年からの繰り越しも

含めて13基を設置いたしております。

○井本委員 分離式にするにはどのくらい費用

がかかるんですか。

○大野交通規制課長 本年度、５カ所を歩車分

離式にかえておりますけれども、場所によりま

して変わりますが、大体50万ぐらい費用がかか

るということでございます。

○井本委員 わかりました。

○図師委員 今の交通安全施設整備の事業費な

んですが、全てが減額補正なんですけれど、こ

れは事項内流用ということはできないんですか。

これも国庫補助の関係上、年度当初に数を上げ

ている、その数以上をしようと思っても、やは

りもうここは減額で上げざるを得ないという性

質があるのか。

○鳥井交通部長 １億8,000万近くも減額をして

いるところで、非常に我々もその辺、前向きに

考えるところなんですが、ただ、いかんせん国

の補助事業ということで、円滑化対策でありま
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したり、改良等事業ということで、それぞれ目

的が示されております。ですから、国からのそ

ういった事業費が減額された以上、余ったから

といって、それは別な形の、信号機に変えるな

どの流用はできない性質のものと考えておりま

す。

○新島警務部長 議員が御指摘のとおり、県警

で工事請負として有効活用できればいいのです

が、補助対象事業費としては、２分の１の国庫

補助対象経費も充当して、残り２分の１を県費

として充当しているものであり、差額があった

としても使用することができない性質の予算で

あるということを御理解いただければと思いま

す。

それとあと、先ほど他県の関係はどうかとい

う御質問がありましたが、他県につきましても、

本県と同じように減額されたということを警察

庁本庁のほうから聞いております。

○緒嶋委員 駐在所のお巡りさんが、それは家

族の都合で、独身の人も家族のおる人も奥さん

のおる人もおるわけですが、やっぱり基本的に

は家族で駐在所には勤務していただくというの

が私は一番、地域住民にとっても。そして、一

人の人が離れる場合は、警察署とも連絡は十分

とれると思いますけれども、住民とすれば駐在

所に誰もいらっしゃらないというのは本当じゃ

ないと思うのです。だから、これは人事異動の

関係で、もうやむを得ないということだと思う

んですけれど、中には独身で勤務されておる駐

在所もあるわけです。それはできるだけ私は少

ないというか、やむを得ない場合にしても、で

きるだけ人事面では配慮をすべきだと思うんで

すけれども、そこ辺は当然考えておられるわけ

ですよね。

○新島警務部長 委員が御指摘のとおり、その

ようなことも考慮して配置をしているところで

ございますが、やはりそれぞれ個人の事情にお

いていろいろなことが出まして、必ずしもそう

ならない場合もありますが、今後とも地域住民

のことを考えて、適正な人事配置を行っていき

たいと考えております。

○廣澤会計課長 先ほどの証紙の件でございま

すけれども、私は、手数料5,600円に対して、実

質、自動車学校のほうには5,440円で委託してお

ると申しましたが、この5,440円につきましては、

自動車学校によって多少の金額のばらつきがあ

りますので、これは平均値の値段ということで

ございます。その点御了解ください。説明不足

でございました。

○中野委員 ちょっともう一回いいですか。こ

の一番下の円滑化対策、この中身は何やったで

すか。

○重松委員長 交通安全施設改良事業費の一番

最後の円滑化ですね。

○鳥井交通部長 県内のエリアにおきまして、

信号機の設置、高度化、交通事故の防止と円滑

な交通環境の確保と維持を目的とする事業でご

ざいます。国庫補助対象事業でございます。

○中野委員 上の段の信号機改良等整備費とい

うのは、それとはダブらんですか。

○新島警務部長 円滑化対策事業につきまして

は、道路交通における諸問題の中で、社会の生

産性を阻害する原因となる交通渋滞等による損

失が大きくて、渋滞対策とりわけ、それが重要

な政策なんですけれども、信号機の設置あるい

は高度化を図る、交通事故の防止と円滑な交通

環境の確保、維持を目的とした国庫補助対象事

業であります。

○中野委員 いや、だから、例えば、上の欄の

信号機改良というのがあるじゃないですか。こ
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れとはダブらないんですかって聞いている。

○新島警務部長 済みません。円滑化対策事業

そのものは、交通渋滞を解消して、地域におけ

る交通円滑化を図るために必要がある場合に、

道路管理者が道路の新設を行う区域等を新たな

円滑化対策区域として指定しまして、指定区域

内に信号機を新設したり、道路標識、標示等を

設置する工事を国庫補助事業として施工できま

す。

中身としましては、コンクリート製信号機柱

の鋼管柱化を91本、信号機の新設１基、信号機

の改良64基、その他の整備費、工事請負費、消

耗品等が事業費の内容となっております。

交通管制及び信号機改良整備費のほうでござ

いますが、こちらは、対象事業費としては、交

通管制センターの設置及び改良、交通センター

に係る端末の設置及び改良、信号機の改良、信

号機の新設、移設とかあるいは配線の地中化と

か、あと道路標識の設置、道路標示の整備など

がその対象事業となっております。

○中野委員 だから、皆さんもいろいろメモを

差し入れてもらわんとわからんような事業で

しょう。我々はまだわからんとです。もうちょっ

とここら辺も、金額が700万ぐらいだったらいい

んだけれど、7, 4 0 0万とか千万単位でしょ

う、6,000万とか。もうちょっと丁寧な資料を出

してもらわんと、本当聞いとっても違いがわか

らない。ただ、信号機とか。次から、もうちょっ

と丁寧に、これは、7,000万とか金額が大きいか

ら。

○重松委員長 議案に対する質問はよろしいで

すか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、次に、報告事項に関

する説明を求めます。

○新島警務部長 それでは、平成28年２月定例

県議会提出報告書の損害賠償額を定めたことに

ついて御報告いたします。

今回の御報告の損害賠償事案は、職員の公務

中の交通事故によるものが３件であります。

お手元の平成28年２月定例県議会提出報告書

に基づき御説明いたします。

このうち、県警の損害賠償事案は、報告書４

ページの上から５番目から７番目までの県有車

両による交通事故の３件であります。

まず、４ページの上から５番目の平成27年３

月14日の事案は、宮崎北警察署の警察官が、保

護した酔っぱらいを搬送するために現場近くに

駐車していた捜査用の普通乗用自動車を現場ま

で移動する際に起きた事故であります。

当該職員が保護の現場に向け、車両を方向転

換させるため、車両の前部を一旦反対車線側に

入れた後、切り返しして後退させたところ、信

号待ちで後方に停止していた相手方のスクータ

ーと衝突したものであります。

この事故で、相手方運転手は、衝突の直前に

スクーターから飛びおりたため転倒はしており

ませんが、飛びおりた際に腰や股関節等を捻挫

して、長期間の通院治療を行っております。

そのため、相手方の車両の修理費のほか、治

療費、傷害慰謝料等188万8,586円を賠償してお

ります。

次に、４ページ、６番目の平成27年８月18日

の事案は、生活安全部生活安全企画課の警察官

が、捜査用の普通乗用自動車を運転し、黄色点

滅信号の交差点を通過する際、左方の赤色点滅

信号から進行してきた相手方車両と出会い頭に

衝突した事故であります。

この事故で、相手方車両の修理費用３万6,049

円を賠償しております。
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最後に、４ページ、７番目の平成27年11月18

日の事案は、延岡警察署の警察官が、捜査用務

のため捜査関係者である相手方と、それぞれの

車両で延岡市清掃工場に立ち寄った際の事故で

あります。

当該職員が、延岡市清掃工場敷地内で捜査用

の普通乗用自動車を後退して駐車する際、追従

してきた後方に停車していた相手車両に気づか

ず衝突したものであります。

この事故で、相手方車両の修理費用11万357円

を賠償しています。

今回の３件は、県有車両の交通事故を御報告

させていただきました。

県警では、昨年から警察職員の交通事故防止

対策をより一層推進しており、平成27年度の損

害賠償の必要な交通事故の発生件数は、年間で16

件ありました。

平成26年度の発生件数35件と比較すると大き

く減少はしておりますが、警察職員による交通

事故の発生は、県民の信頼を損なうことにもつ

ながるものでありますので、今後とも各種対策

を推進して警察職員の交通事故防止に努めてま

いりたいと思います。

以上で、損害賠償を定めたことについての御

報告を終了いたします。

○重松委員長 報告事項に関する執行部の説明

が終了しました。質疑はございませんか。

○井本委員 この過失割合はどのくらいですか。

○新島警務部長 まず、１件目でございますが、

これは、過失割合は、職員方が過失100％、相手

方ゼロと認定しております。職員側には方向転

換を行う際、後方の安全不確認の過失があり、

相手方は信号待ちで停止していたため、過失は

問えません。

次が、２件目でございますが、これは、職員

側が20％、相手方80％と認定しております。職

員側は黄色の点滅信号の交差点に進入する際に、

相手方の車両の動静を注視していなかった過失

があり、相手方につきましては、赤色の点滅信

号の交差点に進入する際に一時停止を怠り、左

右の安全を確認しなかった過失があります。

３件目でございますが、職員側100％、相手方

ゼロ％と認定しております。これにつきまして

も、職員側の後退時の後方安全不確認が過失で

あり、相手方は停止しておりましたので過失を

問うことはできません。

○緒嶋委員 宮崎高千穂通りの20％と80％、こ

れはパトカーですか。

○新島警務部長 ２件目の車両は、捜査用の普

通乗用自動車でございます。

○緒嶋委員 その警察の車の修理はどうなった

わけですか。この20％を、向こうにこっちから

払ったわけでしょう。そして、警察の車の修理

はどうなったんですか。

○廣澤会計課長 公用車の修理代につきまして

は、その分は県費でやっております。

○鬼塚首席監察官 修理は県警で行うんですが、

交渉の関係で、車の修理費の20％は当署で持ち

ますけど、80％は相手から支払ってもらうとい

うことでございます。

○緒嶋委員 であれば、この３万6,000円という

のは、20％の分が３万6,000円だったということ

ですか。

○鬼塚首席監察官 そうです。

○緒嶋委員 であれば、県の車の修理代は、ま

た向こうから80％はもらったということですか。

○鬼塚首席監察官 当件の示談というか、相手

とのやりとりは、それぞれ一応自分で自分のと

ころを支払って、それから、相手から必要な額

をもらうということでございます。
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○緒嶋委員 県警がもらった金の収入は、修理

した金はどこに入るわけです。修理代の収入は。

○廣澤会計課長 雑入で、歳入として入ります。

○緒嶋委員 報告の場合は、パーセントではっ

きりしとれば、雑入でどっかに入ったというの

が報告の中であるのが正しいんじゃないですか。

これは、相手方のことだけで、自分たちに収入

が入ったということ、雑入が入ったということ

を、報告として。大した額じゃないけれど、そ

れは公的なことだから、個人ならそれでいいけ

れど、正式にはそこ辺が明確じゃないと。どこ

に入ったかわからんというのは。

○新島警務部長 御指摘のとおりでございます。

失礼いたしました。

○緒嶋委員 これは今からでも起こること、こ

れは県警の車だけじゃなく、公用車の場合は、

ほかのとこも同じだと思うんです。だから、こ

れは今後の一つの報告の仕方というのは、そこ

辺を全体的にまた我々も考えないといかんかな

と思います。

○重松委員長 よろしいですか。

では、次に、その他の報告事項に関する説明

を求めます。

○鳥井交通部長 お手元に平成27年中の交通事

故情勢と本年の取組についてという資料がある

かと思いますけれども、この資料に基づき、昨

年の交通事故情勢の点について報告させていた

だきます。

まず、昨年の交通事故の発生状況でございま

すけれども、いわゆる発生件数、人身事故の数

ですけれども、9,455件、死者52人、負傷者１

万958人という結果でございました。ただ、関係

機関の御尽力もありまして、いわゆる人身事故

の発生件数は５年連続で減少、また、負傷者も

６年連続で減少しているという状況にあります。

ただ、交通事故で亡くなった方52人ということ

で、前の年を３人上回った。５年平均でしてみ

ますと52人ということで、非常に50人前後の厚

い壁があるなと感じておるところでございます。

２番目に記載しております交通事故の主な特

徴でございます。

まず、人身事故、けがの出た事故ですけれど

も、原因別では、やはり脇見、安全不確認といっ

た、いわゆるてげてげ運転の事故が約７割を占

めておるという現状がございます。

時間帯別では、車がふえる朝夕の通勤、通学

時間帯、午前７時から９時、夕方５時から７時

までの間に３割強が発生しておるという状況で

す。

道路形状別では、交差点及び交差点付近での

事故が約半数を占めております。次に多いのが

直線道路ということで、いかに運転手の皆さん

が緊張感を欠いている運転をしているかという

のが御理解いただけると思います。また、追突

事故が最も多く、４割を占めている現状にござ

います。

続きまして、死亡事故のほうですけれども、52

人のうち35人が65歳以上の高齢者ということ

で67.3％、全国平均を大きく12.7ポイント上回っ

ておるというところでございます。また、高齢

者が第一原因者の事故が非常に多くなっており

ます。死亡事故50件中18件が高齢者に原因のあ

る事故でございました。また、事故の原因も脇

見、安全不確認等による事故が約半数を占めて

おります。ここには書いてありませんけれども、

道路形状別では、交差点付近とともに直線道路

で死亡事故が多発しておるという状況にござい

ます。死者の状態別では、昨年は歩行者の死者

数52人中25人ということで、歩行者がはねられ

るケースが多かった。歩行者の死者のうち高齢
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者が19人亡くなっておるという現状でございま

す。

このような状況を受けまして、やはり高齢者

対策が一番の課題ということで、ことしは５項

目を最重点に取り組んでいきたいと。交通安全

教育・広報啓発活動であり、高齢者の交通安全

対策、実効ある交通指導取り締まり、道路環境

の整備、運転者対策の推進、この５項目を最重

点に交通事故抑止に努めてまいりたいと思いま

す。

特に、高齢者対策につきましては、社会全体

での取り組みが強化されるように、これまで以

上に県、市町村、交通安全協会、自動車学校、

医師会といった各関係機関との連携、これをさ

らに密にして、いわゆる社会全体で高齢者の事

故等を防ぐべく頑張っていきたいと思います。

報告は以上です。

○重松委員長 その他の報告事項に関する執行

部の説明が終了しました。質疑はございません

か。

○井本委員 今回、議場で徳重さんが、てげて

げ運転という名前が悪い悪いと、随分言ったん

だけれど、私からすると私はいいと。これは主

観的なもんだから、私はいいと思っているんだ

よね。非常にこれ宮崎的で、ある意味、ああ、

いかんなと私なんか思うし。もし、あれをやめ

るとか、何か改良するという話をこの前、答弁

では言ったから本当に悪いかどうか多くの人に

ちょっと一遍は聞いてみて。１人の人間の意見

だけでやっぱり改めるというのは、私はどうか

と実は思っているんです。だから、その辺は一

つ一つ皆さんの意見を聞いて、改めるんなら改

めてもいいけど。

○鳥井交通部長 委員が御指摘のとおり、てげ

てげ運転というのは、平成21年からいろいろ公

募等を行いまして県民運動として取り組んでき

たところであります。県民向けですので、いい

かげんな、てげてげな、そういった運転をやめ

ようということで県内向けに取り組んできたと

ころであります。確かに、県外の人からは当然

わかりにくいということで、特に県外客が多い

２月の時期なんかは、てげてげ運転追放という

道路標示板からはこのてげてげ運転を外せと、

県外の運転者が何じゃろうかって考えながら進

むこと自体が事故の原因だということで、そう

いう運用等を行っているところです。４月以降、

第10次の基本計画の中では、現在、県のほうで

公布等を行いまして、また、これにかわる漫然

運転というふうになるのか、そういったところ

で、てげてげ運転の県民運動としてはやめます

けれども、これまでの引き続き標語としては、

こういう言葉は残っていくのかなと。ただ、４

月以降は、県民運動としてはてげてげ運転にか

わる文言を考えておるところでございます。

○緒嶋委員 これは、東国原知事のときにでき

たから、あの人が知事ならてげてげでいいっちゃ

ろうけれど、もう河野知事になったから、そこ

辺はちょっと考えたがいいかもしらん。

○田口委員 前回の常任委員会のときに御報告

いただいて、２月からの、例のバスレーンの優

先がちょうど１カ月ぐらいたったところなんで

すが、現在、渋滞状況とか、あるいは県民から

クレームがあったとか、一番の主目的はバスの

定時走行ということだったんでしょうが、それ

の状況をちょっと教えていただけますか。わか

る範囲で結構です。

○鳥井交通部長 バスレーンは、さきに御報告

したとおり、昭和49年から朝２時間、夕方２時

間という規制をかけていたところでございます。

今回、実態調査等をして、この時間を朝１時間、



- 16 -

平成28年３月３日(木)

夕方１時間に短縮、距離も短縮して、いわゆる

大量公共輸送機関の定時性等を図って、結果的

には交通総量抑制、さらにはエコに優しい環境

をつくろうということで、２月１日から変更し

て取り組んでおるところです。

確かに、２月１日から１週間、あの３キロ区

間に80人の警察官を配置して実施したところで

す。当日は、かなり戸惑い等も見られました。

渋滞等もかなり発生したところです。ところが、

２週間、３週間と進めるうちに、かなり県民の

皆様に浸透してきたといいますか、バスレーン

区間を避ける傾向はあるようです。

それと、では、全然渋滞がないのかという点

においては、やはり雨の日はかなり渋滞してお

りまして、バスレーン区間に現在、警察官30人

近く立って誘導等を行っておるところなんです

けれども、それを避けて、ほかのいわゆる大淀

大橋とか天満橋、こっちの方向に車が流れると

いうことで、雨の日の渋滞は激しくなっておる

ところです。ただ、こういう、晴れた日は雨の

日に比べて車で出勤される方も少ないのかわか

りませんけれども、大きな渋滞等は発生してお

りません。

ただ、県民の皆さんの反応ですけれども、も

う規制を始めた直後は苦情等が多々寄せられま

した。ただ、１カ月間経過した中で、いわゆる

反対意見といいますか、苦情等は40件には満たっ

ておりません。その内容というのは、宮崎では

バスレーンは必要ないじゃないかとか、警察は

渋滞するとわかっていてやったのかとか、いろ

んな反対意見が寄せられたところです。

いずれにしましても、１カ月たちましたけれ

ども、県民の間に定着してきたなという状況で

ございます。私は、これを徹底することによっ

て、いろんな効果があると思います。後部座席

のシートベルトの着用率というのは非常に悪い

んですけれども、これが徹底されることによっ

て県民のマナーアップにもつながるし、交通事

故、さらには犯罪抑止にもつながるものと考え

ております。１時間に短縮したということで、

朝夕、通勤時間帯、いろいろ県民の皆さんに御

迷惑かけているところですけれども、やっぱり

規制は守られるべきものということで、警察で

は、今後も朝夕のこの時間帯の交通指導は継続

してやっていきたいと思っております。

○田口委員 そうすると、先ほどちょっと答弁

がなかったですけれど、バスの定時走行という

のは大体守られていると思っていいわけですね。

それともう一点、こないだも、悪質な場合に

は罰金とか等々もあるということでございまし

たが、今回、１カ月間の間にそういう悪質な違

反で検挙したというんですか、例はあるんでしょ

うか。

○鳥井交通部長 定時走行は確保されているも

のと見ております。私たちも何回も見ておりま

すけれども、確保されております。

また、違反検挙、これは現在も指導、警告に

とどめているところで、違反での検挙はござい

ません。

○田口委員 わかりました。

○中野委員 ちょっと要望ですけれど、信号機、

４差路では、こっちとこっち、いろいろありま

すよね、交通。いろいろ要望してスムーズに流

れておったのが、ある日突然にまたもとに返っ

たりするんです。もう朝の通勤とか、朝の時間

というのは、飛行機に合わせて大体通常の見込

みで行くでしょう。何かこの間、信号機か何か

のふぐあいでかなり一方が渋滞したんです。そ

れも今は直っていますけれど、そういうことが

ないようにしっかり管制というのか何というの
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か、そこのところでしっかり、そういうのがな

いようにぜひ頑張ってください。

それともう一つ、さっきの話、警察本部の職

員費でちょっとこだわって言いましたけれど、

この表を見たら、一番大きなのが退職金の4,500

万じゃないですか。例を書くときは、一番大き

いのを書くもんです。だから、何でこんな差額

が出るかなと思った。一番大きいのが退職金

の4,500万じゃないですか。多分、私が間違って

なければ。いいです。

それともう一つ、確認。さっきの高齢者の講

習です。民間委託して講習費、講習金額。これ

はどこで受けても一緒なんですよね。それだけ、

ちょっと。何カ所か通知が来ますと、どこどこ

講習所で受けられますよってはがきに書いてあ

るんです。あれはどこで受けても金額は一緒な

んですよね。

○廣澤会計課長 手数料については同じでござ

います。

○中野委員 いや、手数料って払う金額ですよ。

受講者が払う金額。一緒ですね。

○鍋倉運転免許課長 高齢者講習の手数料は、

県内どこの自動車学校でも同じであります。

以上です。

○重松委員長 それでは、以上をもって警察本

部を終了いたします。執行部の皆さん、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時15分休憩

午前11時19分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

企業局の皆さん、お待たせいたしました。

当委員会に付託されました議案等について、

局長の説明を求めます。

○四本企業局長 企業局でございます。よろし

くお願いいたします。

それでは、お手元に配付しております文教警

察企業常任委員会資料の目次をお開きください。

本日は、提出議案３件、その他報告事項３件

につきまして御説明させていただきます。

まず、Ⅰの提出議案関係につきましては、議

案第59号「平成27年度宮崎県公営企業会計（電

気事業）補正予算（第１号）」、議案第60号「平

成27年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）

補正予算（第１号）」、議案第61号「平成27年度

宮崎県公営企業会計（地域振興事業）補正予算

（第１号）」の３件でございます。

これらの補正予算につきましては、いずれも

人事委員会勧告に準じた給料表の改定等に伴う

職員給与費の増額によるものであります。

続きまして、Ⅱのその他報告事項でございま

すが、１つ目は、企業局施設活用促進・ＰＲ事

業について、２つ目は、一ツ瀬川県民ゴルフ場

開業25周年記念事業クリスマスコンペについて、

３つ目は、企業局施設見学ツアー（工業用水道

施設）についてであります。

詳細につきましては、担当課長に説明させま

すので、よろしくお願いいたします。

○重松委員長 局長の概要説明が終了いたしま

した。

初めに、議案に関する説明を求めます。

○沼口総務課長 それでは、引き続き、お手元

の文教警察企業常任委員会資料によりまして御

説明をいたします。

資料の１ページをお開きください。

議案第59号「平成27年度宮崎県公営企業会計

（電気事業）補正予算（第１号）」であります。

まず、（１）の補正の理由でありますが、人事

委員会の勧告に準じた給料表の改定等に伴う職
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員給与費の増額をお願いするものであります。

給与改定の主な内容といたしましては、給料

の0.43％の引き上げや勤勉手当の0.1月の引き上

げなどであります。

次に、（２）の補正額でありますが、表の補正

予定額の欄をごらんください。

上から２段目でありますが、補正予算額は、

事業費1,745万9,000円で、その全額が職員給与

費でございます。

内容につきましては、上から５段目の給料手

当1,304万3,000円につきましては、給料及び勤

勉手当等の引き上げによるものであります。

１つ下の退職給付費153万7,000円につきまし

ては、退職手当の算定のベースとなる給料の引

き上げに伴うものであります。

その下の法定厚生費287万9,000円は、給料及

び勤勉手当等の引き上げに伴う共済組合の事業

主負担金等の増によるものであります。

この結果、電気事業の事業費の合計は、右隣

の計の欄の上から２段目のとおり、44億6,971

万1,000円となります。

資料の２ページのほうになりますが、議案第60

号「平成27年度宮崎県公営企業会計（工業用水

道事業）補正予算（第１号）」であります。

（１）の補正の理由につきましては、電気事

業と同様であります。

次に、（２）の補正額でありますが、表の補正

予定額の欄をごらんください。

上から２段目でありますが、補正予定額は、

事業費108万9,000円で、全額が職員給与費でご

ざいます。

内訳につきましては、上から５段目の給料手

当が81万2,000円、１つ下の退職給付費９万6,000

円、その下の法定厚生費18万1,000円であり、い

ずれも電気事業と同様の給料表の改定等に伴う

ものであります。

この結果、工業用水道事業の事業費の合計は、

右隣の計の欄の上から２段目のとおり、３

億8,830万9,000円となります。

資料の３ページをお開きください。

議案第61号「平成27年度宮崎県公営企業会計

（地域振興事業）補正予算（第１号）」でありま

す。

（１）の補正の理由につきましては、電気事

業と同様であります。

次に、（２）の補正額でありますが、表の補正

予定額の欄をごらんください。

上から２段目でありますが、補正予定額は、

事業費１万7,000円で、全額、職員給与費でござ

います。

内訳につきましては、上から５段目の給料手

当１万2,000円、その下の法定厚生費5,000円で

あり、いずれも電気事業と同様の給料表の改定

等に伴うものであります。

この結果、地域振興事業の事業費の合計は、

右隣の計の欄の上から２段目のとおりでござい

ますが、2,169万3,000円となります。

議案関係の説明は以上であります。よろしく

御審議のほどお願いいたします。

○重松委員長 議案に関する執行部の説明が終

了しました。質疑はございませんか。

○緒嶋委員 事業収益は変わらんということで

すか。事業収益は、予定どおりの、既定どおり

の収益で、費用は要ったが、収益は最初の予算

どおりの収益だという見込みということですね。

○沼口総務課長 事業収益のほうは、いろいろ

雨が多くなったりとかで上下するわけなんです

けれども、今のところ、ことしは雨が多くて順

調にいっておるというような状況にございます。

○緒嶋委員 順調にいっておるということは、
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ある意味では収益がふえることもあり得るわけ

です。最終的にはどういう形で決算になるわけ

ですか。

○沼口総務課長 繰り返しになりますけれども、

いろいろ雨の量が多くて事業収益は当初の見込

みよりかは、ちょっと決算が出てみないとわか

らないわけなんですけれども、かなり期待でき

るんではないかなと思っております。

○四本企業局長 企業局の、特に電気事業の収

益というのは、もっぱら発電量によって上下を

いたします。参考までに申し上げれば、ことし

は結構、秋から冬にかけての降雨量が多いもん

ですから順調といいますか、見込みを上回るよ

うなペースで進んでおります。ただ、通常、も

うそれは年々降雨はありますので、よほどのこ

とがない限りは、補正ということでは、そこは

いじらずに、あとは決算のときに全て御説明を

して御承認をいただくというような形になって

おります。したがって、今回は、そこはいじっ

ておりません。

○重松委員長 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 次に、その他の報告事項に関す

る説明を求めます。

○沼口総務課長 それでは、その他の報告事項

につきまして、御説明をいたします。

資料の４ページをお開きください。

企業局施設活用促進・ＰＲ事業についてであ

ります。

１の事業内容でございますが、県電ホールの

活用促進につきましては、昨年７月の閉会中の

常任委員会で現地をごらんいただきながら御説

明をいたしましたが、主に会議等で利用されて

いる県電ホールを合唱などの音楽活動にも利用

しやすくなることにより、芸術・文化活動の振

興にも寄与することを目的といたしまして、グ

ランドピアノと簡易ステージの配備を行ったと

ころであります。

２の今後の利用拡大についてでありますが、

お手元にお配りしておりますリーフレット、こ

れを5,000部作成いたしまして、県内全ての小・

中・高校や公共施設等に配布するとともに、企

業局のホームページでも周知することとしてお

ります。

既に、宮崎市内の県立学校の音楽部から利用

申し込みを受けております。今回、配備しまし

たグランドピアノを利用いただく予定となって

おります。

今後も多くの県民の方々に県電ホールを利用

していただくことで、さらなる企業局のＰＲや

地域貢献につながることを期待しているところ

であります。

続きまして、一ツ瀬川県民ゴルフ場開業25周

年記念事業クリスマスコンペについてでありま

す。

１の事業内容でありますが、昨年11月１日、

同ゴルフ場が開業25周年を迎えたことから、利

用者の皆様への感謝の意味を込めまして、８月

のペアゴルフマッチ、11月のオープン記念コン

ペに続く、第３弾の記念イベントとして、クリ

スマスコンペを開催したものでございます。

２の開催日でありますが、12月23日の祝日に

開催をいたしました。

３の参加者でありますが、当初は120名の予定

を受け付けておりましたが、当日は時折強い雨

が打ちつける荒天というようなことでございま

して多くのキャンセルがありまして、実際の参

加は31名でありました。

参加者の皆様は、冷たい雨の中でも熱心にプ

レーされており、そうした姿に県民の皆様に愛
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されているゴルフ場だということを改めて実感

いたしました。

私ども企業局といたしましては、25周年を一

つの節目として、引き続き、指定管理者との連

携を図りながら一層のサービス向上に努め、県

民の皆様に親しまれるゴルフ場を目指してまい

りたいと考えております。

私からの説明は以上でございます。

○新穗工務課長 私のほうから、企業局施設見

学ツアー（工業用水道施設）について御説明い

たします。

資料の５ページをごらんください。

１の目的でございますが、企業局では毎年、

細島工業団地の企業へ給水を行っております工

業用水道の役割について理解を深めることを目

的として、発電所と同様、地元の小学生を対象

とした見学会を実施しております。

２の実施概要でありますが、去る12月３日木

曜日と12月４日金曜日の２日間に分け、日向市

立富高小学校の４年生63名を対象に、社会科授

業の一環として実施したところでございます。

今回は、東郷町にある浄水場施設を見学した

ほか、ユーザー企業の一つである中国木材株式

会社の協力を得まして、同社日向工場の見学を

させていただきました。中ほどの写真は、当日

の見学の様子であります。

子供たちにとって、地域の工業用水の役割を

勉強するとともに、木材加工の過程についても

学習する機会となり、自分たちの住んでいる日

向市のことについて一層の理解が深まったもの

と考えております。

その他報告事項の説明は以上でございます。

○重松委員長 その他の報告事項に関する執行

部の説明が終了しました。質疑はございません

か。

○中野委員 一つだけ。県電ホールの音響はそ

のままですか。

○沼口総務課長 以前、スピーカーが多過ぎま

して、いろいろと音が反射するというようなこ

ともございましたので、スピーカーの数を少な

くいたしまして、そういった音の反響を少なく

はしておるというようなことでございます。

○重松委員長 ほか、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、その他で、何かござ

いませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 ないようでございます。

それでは、以上をもって企業局を終了いたし

ます。執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時36分休憩

午後１時１分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

教育委員会の皆さん、お疲れさまでございま

す。

当委員会に付託されました議案等について教

育長の説明を求めます。

○飛田教育長 教育委員会でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

まことに申しわけないことでございますが、

まず、おわびを申し上げたいと思います。

職員の綱紀保持及び服務規律の遵守について

は、繰り返し厳しく指導をしてきているところ

でありますが、先月、２月８日に公立小学校の

事務主査が、道路交通法違反等の疑いにより逮

捕されるという事案が発生いたしました。この

ことは、本県教育に対する信頼を大きく裏切る

極めて遺憾なことであり、県民の皆様や委員の
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皆様に心からおわびを申し上げたいと思います。

申しわけございません。

本件につきましては、詳細な調査をしている

ところでありまして、事実関係が確認でき次第、

厳正に対処してまいりたいと考えております。

また、文部科学省の調査により、本県におき

ましても、教員等が検定申請中の教科書を閲覧

し、その対価として謝金を受け取るなど、教科

書採択の公正性・透明性に疑念を生じさせるよ

うな事案が発生しましたことにつきましては、

大変遺憾であり、県民の皆様の信頼を失うこと

になりましたことを大変申しわけなく思ってお

ります。心からおわびを申し上げます。

現在、重ねて調査等を実施しておりまして、

当初予算審議を行う常任委員会で取りまとめて

御報告をさせていただきたいと思います。どう

ぞよろしくお願いします。

それから、お礼を申し上げたいと思いますが、

学校等からいろんな機会に県議会議員の皆様方

に行事等御出席いただいているということを聞

いております。全ては御報告いたしませんが、

本当に激励をいただくなど、日ごろより教育行

政の推進のために特段の御理解と御支援を賜っ

ていますことを深く感謝申し上げます。ありが

とうございます。

これから座って説明させていただきます。

それでは、お手元の文教警察企業常任委員会

資料をお願いいたします。薄い冊子でございま

す。表紙をお開きいただき、左側の目次をごら

んください。

今回、御審議いただきます議案は、議案第46

号「平成27年度宮崎県一般会計補正予算」など

５件でございます。

その他報告事項といたしましては、平成31年

度全国高等学校総合体育大会南部九州大会の開

催について御報告をさせていただきます。

このうち、補正予算についてでありますが、

右にあります１ページをごらんください。

今回の教育委員会の一般会計補正予算は、表

の下から５段目の太線で囲んでおります合計の

欄の右から４番目に記載しておりますように、20

億7,450万円の減額補正をお願いするものであり

まして、補正後の額は、その２つ右の欄にあり

ますように、1,049億3,230万2,000円でございま

す。

また、特別会計の補正予算は、下から２段目

の太線で囲んでおります合計の欄の右から４番

目に記載しておりますように、２億9,859万8,000

円の増額補正をお願いするものでありまして、

補正後の額は、その２つ右の欄にありますよう

に、18億3,738万7,000円でございます。

その結果、一番下の太線で囲んでおります総

計の欄の右から４番目にありますように、17

億7,590万2,000円の減額補正をお願いするもの

でありまして、補正後の額は、その２つ右の欄

にありますように、1,067億6,968万9,000円とな

ります。

私のほうからの説明は以上でありますが、引

き続き、関係課室長が説明をさせていただきま

す。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいた

します。

○重松委員長 教育長の概要説明が終了いたし

ました。

初めに、議案に関する説明を求めます。

○大西総務課長 総務課でございます。総務課

関係の平成27年度２月補正予算につきまして御

説明いたします。

お手元の平成27年度２月補正歳出予算説明資

料、こちらのほうをお願いいたします。

総務課のインデックスのところ、387ページを



- 22 -

平成28年３月３日(木)

お願いいたします。表の左から２列目、補正額

の欄をごらんください。

今回の補正は、一般会計１億495万3,000円の

減額補正をお願いしております。この結果、補

正後の額は、右から３列目の欄にありますよう

に、38億8,981万2,000円となります。

以下、主なものにつきまして御説明いたしま

す。

389ページをお願いいたします。

真ん中より少し下あたりになりますが、（目）

事務局費の（事項）職員費263万1,000円の減額

であります。これは、事務局職員の給与改定、

執行残などによるものであります。

次に、その下の（事項）一般運営費612万5,000

円の減額であります。これは、主に、中部教育

事務所移転に係る委託料の執行残などによるも

のであります。

次に、390ページをお願いいたします。

下から４段目、（目）教育研修センター費の（事

項）教育研修センター費5,991万3,000円の減額

であります。これは、主に、説明欄の４にあり

ます、教育研修センター施設改修事業における

工事請負費の執行残などによるものであります。

次に、一番下の段、（目）社会教育総務費であ

りますが、391ページをお願いいたします。

１段目の（事項）職員費513万7,000円、また、

その３つ下の段、（目）保健体育総務費の（事項）

職員費が3,035万円の減額となっております。こ

れは、いずれも事務局職員の給与改定、執行残

などによるものであります。

総務課関係につきましては以上であります。

○田方財務福利課長 財務福利課関係について

御説明を申し上げます。

同じ資料の平成27年度２月補正歳出予算説明

資料の財務福利課のインデックスのところ、393

ページをお願いいたします。

財務福利課の補正予算額は、総額で129万6,000

円の減額補正でございまして、補正後の額は、

同じ行の右から３列目の80億2,956万5,000円で

あります。

その内訳につきましては、１段下の一般会計

の欄にあります２億9,989万4,000円の減額補正、

４段下にあります特別会計が２億9,859万8,000

円の増額補正であります。

それでは、補正をお願いいたします主な事項

につきまして御説明をいたします。

１ページ飛んで、395ページをお願いいたしま

す。

ページ中ほどの（事項）維持管理費につきま

して、１億1,727万9,000円の減額補正をお願い

しております。これは、学校施設の維持管理に

係る営繕工事等の入札執行残であります。

次に、396ページをお願いいたします。

上から５段目、（事項）育英事業費につきまし

て、3,935万円の増額補正をお願いをしておりま

す。

これは、一般会計で収納しました返還金の宮

崎県育英資金特別会計への繰出金を増額するも

のでございます。

次に、下から３段目、（事項）高等学校就学支

援事業費につきまして、7,781万6,000円の減額

補正をお願いしております。これは、就学支援

金及び奨学のための給付金の対象者が当初の見

込みを下回ったことなどによるものであります。

次に、１ページ飛びまして、398ページをお願

いいたします。

上から２段目、（事項）一般運営費（高等学校）

につきまして、2,040万円の減額補正をお願いし

ております。これは、学校の各種設備の保守管

理に係る委託料の執行残などによるものでござ
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います。

次に、１ページ飛びまして、400ページをお願

いいたします。

上から３段目、（事項）文教施設災害復旧費に

つきまして、8,541万7,000円の減額補正をお願

いしております。これは、各種災害により被害

を受けた教育施設等の災害復旧に要する経費で

ありますが、本年度は、災害復旧費で対応を要

する災害が少なかったことによる執行残でござ

います。

次に、401ページをお願いいたします。

育英資金特別会計でありますが、（事項）育英

事業費につきまして、２億9,859万8,000円の増

額補正をお願いしております。これは、平成26

年度歳入歳出予算の事業費の確定等に伴いまし

て増額するものでございます。

説明は以上でございます。

○川越学校政策課長 学校政策関係の補正予算

につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の学校政策課のインデック

スのところ、403ページをお開きください。

学校政策課の補正額としましては、7,097

万1,000円の減額補正でありまして、補正後の額

は、右から３番目でございますが、４億6,826

万6,000円であります。

それでは、主な内容について御説明いたしま

す。

405ページをお開きください。

初めに、一番下の（事項）学力向上推進費2,520

万6,000円の減額であります。このうち、説明欄

の７、高校生グローバル・リーダー育成支援事

業1,523万9,000円の減額であります。これは、

国の委託事業で、国際的に活躍できる人材を育

成するスーパーグローバルハイスクールの指定

に係る経費でありますが、国の委託額が当初要

望していた額を下回ったこと等によるものであ

ります。

続きまして、406ページをお開きください。

一番上の（事項）指導者養成費3,944万1,000

円の減額であります。このうち、説明欄の２、

初任者研修事業3,041万4,000円の減額でありま

す。これは、新規採用の教員が校外の研修で不

在となる期間に、その補充として配置する非常

勤講師の報酬や旅費等の執行残であります。

次に、３の国際理解教育推進事業507万2,000

円の減額であります。これは、主に、ＡＬＴ、

外国語指導助手でございますが、これの雇用に

係る経費であり、ＡＬＴの任用期間は５年を上

限として毎年更新を行い、その報酬単価は、任

用年数によってだんだんと高くなっていきます。

本年度は、任用の更新をしたＡＬＴが少なく、

報酬単価の低い新規のＡＬＴを多く任用したこ

とに伴い、見込み額を下回ったものによります。

続きまして、408ページをお開きください。

（事項）学校安全推進費207万7,000円の減額

であります。このうち、説明欄の４、防災教育

を中心とした学校安全教育推進事業84万6,000円

の減額であります。これは、高校生を対象に防

災士等を活用した研修や講座、さらに、地域や

団体と連携した実践研究等を行うことにより、

学校における安全教育や安全管理の充実を図る

ものでありますが、旅費などの実績が当初の見

込みを下回ったことによるものであります。

学校政策課は以上であります。

○坂元特別支援教育室長 特別支援教育室でご

ざいます。特別支援教育室のインデックスのと

ころ、409ページをお開きください。

特別支援教育室の補正額といたしまして

は、6,051万4,000円の減額補正であります。そ

の主な内容を御説明いたします。
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411ページをお願いいたします。

補正額といたしましては、6,051万4,000円の

減額補正でありますが、補正後の額は、右から

３番目の欄になります。8,739万6,000円になり

ます。

その主なものについて御説明申し上げます。

（事項）特別支援教育振興費でありますが、

このうち、説明欄５の特別支援学校医療的ケア

実施事業の1,580万5,000円の減額でございます。

この事業は、たんの吸引や経管栄養などの医

療的な介助を必要とする児童生徒が、安全で安

心な学校生活を送るために特別支援学校に看護

師を配置するものでありますが、児童生徒の病

気等による長期欠席等により、看護師の勤務日

数が見込みよりも少なくなったことにより生じ

た執行残を減額するものでございます。

次に、説明欄12の特別支援教育エリアサポー

ト体制強化事業の2,774万6,000円の減額でござ

います。

この事業は、国の委託を受けまして、小中学

校において、障がいのある児童生徒が障がいの

ない児童生徒と一緒に教育するための必要な配

慮、つまり合理的配慮の実践事例の収集等を行

う合理的配慮協力員を各地域の拠点となる特別

支援学校に配置するとともに、専門性の向上に

関する研修等を実施するものでございますが、

国の委託額が要求額より2,671万円ほど減額され

たことによるものでございます。

次に、説明欄14の県立高等学校生活支援充実

事業の607万9,000円の減額でございます。

この事業は、県立高等学校に在籍する身体に

障がいのある生徒が、教育課程を円滑に履修で

きるよう、授業準備等の介助を行う生活支援員

を配置するものでございますが、対象生徒の進

路変更や体調不良等で欠席したことで配慮を要

しなくなったことにより執行残を減額するもの

でございます。

その他につきましては、それぞれの事業にお

ける事業費等の執行残でございます。

説明は以上でございます。

○西田教職員課長 教職員課関係の補正予算に

ついて御説明いたします。

平成27年度２月補正歳出予算説明資料、教職

員課のインデックスのところ、413ページをお開

きください。

一般会計12億4,281万5,000円の減額補正をお

願いしております。補正後の額は、右から３列

目の923億8,172万2,000円となります。

以下、主なものについて御説明いたします。

415ページをごらんください。

まず、上の段、５段目の（事項）教職員人事

費でありますが、１億6,473万5,000円の減額を

お願いしております。これは、主に、学校非常

勤講師などの報酬等につきまして、勤務日数の

実績が当初の見込みを下回ったために減額する

ものであります。

次に、下から４段目の（事項）退職手当費で

ありますが、７億9,192万1,000円の減額をお願

いしております。これは、退職予定者数が当初

の見込みより減ったことに伴いまして減額する

ものでございます。

次に、下から２段目の（項）小学校費であり

ます。

次のページに移りまして、416ページの一番上

の段でありますが、（事項）職員費につきまして

２億7,761万4,000円の減額を、（事項）旅費にお

きまして1,072万6,000円の減額をお願いしてお

ります。

次に、中ほどの（項）中学校費でありますが、

（事項）職員費につきまして6,634万5,000円の
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減額を、（事項）旅費につきまして570万3,000円

の減額をお願いしております。

次に、下から４段目の（項）高等学校費であ

りますが、（事項）職員費につきまして322万円

の減額をお願いしております。

次のページに移りまして、417ページの一番上

の段、（項）特別支援学校費でありますが、（事

項）職員費につきまして8,242万4,000円の増額

を、（事項）旅費につきまして939万5,000円の減

額をお願いしております。

以上、職員費及び旅費につきましては、いず

れも給与改定や執行残等に伴う補正であります。

続きまして、提出議案について御説明いたし

ます。

お手元の常任委員会資料の３ページをお開き

ください。

議案第69号「市町村立学校職員の給与等に関

する条例等の一部を改正する条例」についてで

あります。

まず、１の改正の理由についてでありますが、

平成27年度の人事委員会勧告等を踏まえまして、

教育委員会が所管する市町村立学校職員の給与

等に関する条例等について、所要の改正を行う

ものであります。

次に、２の改正の概要についてでありますが、

（１）にありますとおり、人事委員会勧告等に

基づき、教育職給料表の改定等により月例給を

引き上げます。

（２）につきましては、地方公務員法の改正

に伴い、これまで人事委員会規則で定められて

いた給料表の級ごとの基準となる職務を給与条

例に定めるものであります。

なお、一例として教育職給料表を記載してお

ります。

（３）につきましては、学校教育法の改正を

踏まえまして、義務教育学校の名称を規定する

ものであります。

次に、３の改正を要する条例についてであり

ますが、市町村立学校職員の給与等に関する条

例等、５つの条例を改正します。

最後に、４の施行期日についてでありますが、

公布の日から施行し、平成27年４月１日にさか

のぼって適用します。

ただし、２の（２）及び（３）については、

平成28年４月１日から施行します。

なお、給料表等以外の諸手当の改定及び県立

学校職員に係る給与改定につきましては、知事

部局所管の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例におきまして、現在、総務政策常

任委員会で御審議いただいているところであり

ます。

教職員課は以上でございます。

○恵利生涯学習課長 生涯学習課関係の補正予

算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の生涯学習課のインデック

スのところ、419ページをお開きください。

今回の補正は、一般会計で3,257万1,000円の

減額補正をお願いしております。その結果、補

正後の額は、右から３番目にありますように、

４億9,173万3,000円となります。

主なものについて御説明をいたします。421ペ

ージをごらんください。

上から４段目の（目）社会教育総務費につき

まして、690万1,000円の減額をお願いしており

ます。主なものは、中ほどの（事項）成人青少

年教育費の説明の３、県民総ぐるみ教育推進事

業の420万2,000円でございます。

この事業は、国費と県費から市町村へ補助を

行いますが、その交付額の決定に伴う減額でご

ざいます。
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次の422ページをお開きください。

上から３段目の（目）図書館費につきまし

て、959万5,000円の減額をお願いしております。

主なものは、その下にございます（事項）図書

館費の説明の１、管理運営費が346万4,000円の

減額でございます。

これは、図書館に係る設備機器の再リースに

よる使用賃借料の残、警備、清掃委託などの入

札残などによるものでございます。

次のページ、423ページをお願いいたします。

上から２段目の（目）美術館費につきまし

て、1,607万5,000円の減額をお願いしておりま

す。主なものは、その下の（事項）美術館費の

説明の２、管理運営費が464万2,000円の減額で

ございます。

これは、美術館に係る光熱水費の残、警備、

清掃委託などの入札残などによるものでござい

ます。

また、１つ下の（事項）美術館普及活動事業

費の説明の３、特別展費が759万9,000円の減額

でございます。

これは、ディズニー展における業務委託料の

残や国立近代美術館工芸館名品展における作品

輸送経費が当初の見込みより下回ったことなど

によるものでございます。

生涯学習課関係は以上でございます。

○古木スポーツ振興課長 スポーツ振興課関係

の補正予算について御説明いたします。

歳出予算説明資料、スポーツ振興課のインデッ

クスのところ、425ページをお開きください。

今回の補正は、一般会計で3,086万9,000円の

減額補正をお願いしております。その結果、補

正後の額は、ページの右から３列目の８億7,666

万9,000円となります。

それでは、主なものにつきまして御説明いた

します。

428ページをお開きください。

ページの上から２段目にございます事項名、

健康教育指導費でございます。530万円の減額補

正をお願いしております。

主なものといたしましては、説明欄の２、養

護教諭等研修事業における非常勤講師の報酬や、

研修に係る講師謝金や旅費などの執行残のほか、

５の豊かな心・健やかな体を育む食育推進事業

において、国の委託事業が不採択となったこと

によるものでございます。

次に、その下にあります事項名、保健管理指

導費でございます。372万1,000円の減額補正を

お願いしております。

主なものといたしましては、説明欄の１、県

立学校児童生徒保健管理指導における児童生徒

の各種健康診断や心臓検診に係る検診料等の執

行残でございます。

次に、その下にございます事項名、学校安全

推進費でございます。729万円の減額補正をお願

いしております。

これは、説明欄の１、日本スポーツ振興セン

ター共済事業における学校管理下での児童生徒

の負傷や疾病などに対する共済給付金の執行残

でございます。

最後に、その下にあります事項名、体育大会

費でございます。971万2,000円の減額補正をお

願いしております。

主なものといたしましては、説明欄の１、国

民体育大会経費における選手派遣に係る経費等

の執行残でございます。

続きまして、提出議案についてでございます。

お手元の常任委員会資料の２ページをお願い

いたします。

議案第66号「教育関係使用料及び手数料徴収
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条例の一部を改正する条例」について御説明い

たします。

まず、１の改正の理由についてでありますが、

銃砲刀剣類所持等取締法等の一部改正に伴い、

競技用空気銃の使用に関して、年少射撃資格者

の年齢の要件が14歳から10歳に引き下げられた

ことなどに伴う改正でございます。

次に、２の改正の概要についてでありますが、

宮崎県ライフル射撃競技場のエアーライフル射

場の使用料徴収対象者を中学校及び高等学校生

徒から10歳以上の児童・生徒に変更するものな

どであります。

３の施行期日でありますが、公布の日として

おります。

続きまして、４ページをお開きください。

議案第74号「教育関係の公の施設に関する条

例の一部を改正する条例」についてでございま

す。

まず、１の改正理由についてでありますが、

銃砲刀剣類所持等取締法等の一部改正に伴い、

競技用空気銃の使用に関して、年少射撃資格者

の年齢要件が14歳から10歳に引き下げられたこ

とに伴う改正であります。

次に、２の改正の概要についてであります。

現在、宮崎県ライフル射撃競技場の管理につ

きましては、指定管理者が行っているところで

ありますが、競技場の利用料金は、県の基準に

従って指定管理者が定めることとされておりま

す。その基準となります宮崎県ライフル射撃競

技場のエアーライフル射場の利用料金徴収対象

者を中学校及び高等学校生徒から10歳以上の児

童・生徒に変更するものでございます。

３の施行期日でありますが、公布の日として

おります。

スポーツ振興課の説明は以上でございます。

○大西文化財課長 文化財課の補正予算につい

て御説明いたします。

平成27年度２月補正歳出予算説明資料、文化

財課のインデックスのところ、431ページをお願

いいたします。

今回の補正は、一般会計予算で、２億3,083

万9,000円の減額補正をお願いしております。こ

の結果、補正後の額は、右から３列目にありま

すように、５億3,671万9,000円となります。

それでは、その主なものにつきまして、御説

明いたします。433ページをお開きください。

初めに、上から５段目の（事項）文化財保護

顕彰費につきまして、765万5,000円の減額補正

をお願いしております。

主な理由といたしましては、説明の欄の６、

西都原古墳群調査整備活性化事業におきまして、

国庫補助額が当初の予定よりも少なかったこと

により調査経費が減額となったものであります。

次に、434ページをお願いします。

３段目の（事項）埋蔵文化財保護対策費につ

きまして、１億8,969万2,000円の減額補正をお

願いしております。

主な理由といたしましては、説明欄の３の農

業水利・土地改良事業発掘調査におきまして、

九州農政局が実施します農業水利事業に伴う発

掘調査につきまして当初２遺跡を予定しており

ましたが、１遺跡について事前の試掘調査の結

果、遺跡が確認されず本調査の必要がなくなっ

たことにより、発掘調査の経費が減額となった

ものであります。

また、その下の４、埋蔵文化財発掘調査の（１）

国道等発掘調査及び（２）東九州自動車道関連

発掘調査におきましては、用地買収等のおくれ

により発掘調査に取りかかることができなかっ

たり、事前の試掘調査の結果、遺跡が確認され
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ず、当初予定しておりました本調査の面積が減

少したことなどにより、発掘調査経費の減額と

なったものであります。

なお、国道等及び東九州自動車道関連発掘調

査は、事業者であります国土交通省と西日本高

速道路株式会社から県が委託を受けて実施して

いるものでありまして、経費は全額、各事業者

の負担となっております。

次に、同じページの一番下の（事項）博物館

費につきまして、327万4,000円の減額補正をお

願いしております。

主な理由といたしましては、次の435ページに

なりますが、上から２段目、説明の欄の２、管

理運営費でございますが、主に光熱水費等の節

約による執行残でございます。

続きまして、同じページの上から５段目の（事

項）博物館資料整備費につきまして、2,341

万8,000円の減額補正をお願いしております。

主な理由といたしましては、説明の欄の４、

民家園文化財再生・伝世事業でございます。

これは、県内の江戸時代に建てられた民家を

県総合博物館の敷地に移築展示した、国の重要

文化財にも指定されている施設でありますが、

建物の傷みが進んだため、昨年度から改修工事

を行ってまいりました。

この改修工事におきまして、当初の予想より

耐震補強工事が安価な方法で実施できたことや

壁の内部や床下等の木材などの傷みが少なく、

新たに使用する木材等が少なくて改修すること

ができたことなどにより、工事の経費が減額と

なったものであります。

文化財課は以上でございます。

○黒木人権同和教育室長 人権同和教育室につ

いて御説明いたします。

歳出予算説明資料の人権同和教育室のイン

デックスのところ、437ページをお開きください。

一般会計で、107万4,000円の減額補正をお願

いいたしております。この結果、補正後の額は、

右から３列目にありますとおり、780万7,000円

となります。

その主な内容について御説明いたします。439

ページをお開きください。

上から５段目にあります（事項）人権教育総

合企画費で88万1,000円の減額補正をお願いいた

しております。

これは、人権啓発資料作成など、人権教育の

総合企画に要する経費の執行残でございます。

次に、（事項）人権教育連絡調整費で、19

万3,000円の減額補正をお願いいたしておりま

す。

これは、人権教育関係団体等との連絡調整に

要する経費の執行残でございます。

以上でございます。

○重松委員長 議案に関する執行部の説明が終

了いたしました。

これから質疑に入りますが、ちょっとここで

休憩をとりたいと思います。委員の皆さん、い

かがでしょうか。よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、暫時休憩いたします。

午後１時40分休憩

午後１時44分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

議案に関する執行部の説明が終了いたしまし

た。議案に関する質疑をお願いいたします。

○図師委員 歳出予算説明資料の396ページと、

それに関して401ページなんですが、育英資金事

業に関してなんですけれど、繰越金が２億円以

上あるにもかかわらず、また、ここに、過年度



- 29 -

平成28年３月３日(木)

収入の確定に伴うということで補正が4,000万弱

されているんですが、これは条例の関係もある

のかもしれませんけれども、この３億円という

のはある程度年度に、プールしておかなければ

いけないという流れなんでしょうか。

○田方財務福利課長 これは、27年度に必要な

予算を組むわけですけれども、その中にやはり

含みというのがございますので、その分を含ん

でいるということで３億円ぐらいが出てくると

いうことになります。

この中身につきましては、401ページをごらん

いただいて、平成27年度の補正額の２億9,859

万8,000円のその横に、繰入金、それから繰越金、

諸収入というのがあるんですけれども、繰入金

と申しますのが、平成26年度の一般会計で計上

した返還金の元金及び延滞利息の額で、一般会

計に入っていたものですから、その一般会計か

ら特別会計に移すということでこの金額になり

ます。

それから、次の繰越金でございますけれども、

その繰越金は決算で認定をしていただいて、そ

のときに26年度分の特別会計の繰越額というの

が決まってくるんですけれども、それが７

億2,900万円余りあります。その中で、歳出予算

における繰越金はそれを見込んでおりませんの

で、その分を見込んで２億1,100万円ぐらいをこ

の中に、今度増額をするということになります。

一番下の諸収入ですけれども、特別会計は、

一般会計と特別会計で育英資金というのは運営

しておりますけれども、なかなかこれの中身が

わかりにくいということがありまして、この分

につきましては包括外部監査とか、監査のとき

にも指摘を受けております。改善をしたほうが

いいんではないかということがございましたの

で、今回、一本化するということにしまして、

特別会計に歳入も入れるということで今回の補

正予算の整理をした結果、この分が、一応4,700

万円余りっていうのが特別会計に計上されたと

いうことで、２億9,800万円が出てくるというこ

とになります。

○図師委員 おおむね理解はしました。私の理

解が間違っていたので、繰越金の２億1,000万円

余というのは、この育英資金から出ている繰越

金ではなくて、収入の枠として繰越金の中から

育英事業のほうに回ってきているのがこの２

億1,000万円余というような理解でいいですか。

○田方財務福利課長 これは、繰越金、歳入の

中に返還金が出てくるわけですから、その返還

金は、このお金というのは将来的に貸付金に回っ

ていくわけですから、そのサイクルの中で出て

くるお金ですから、特別、別個から持ってくる

という形ではないです。

○図師委員 わかりました。いわゆる繰越金と

いうのは、貸し付けていて、返ってきたものが

そのまま繰り越しという形で積まれていて、ま

た、ここに返ってきて数字化されるということ

ですね。

○田方財務福利課長 そのとおりでございます。

○図師委員 わかりました。

もう一つ、別の質問を。同じ資料の422ページ

なんですけれども、説明がなかったと思うんで

すが、奉仕活動推進費の、特に２番の奉仕活動

費が減額になっていますが、150万程度ですけれ

ど、これはどういう理由ででしょうか。

○恵利生涯学習課長 これは、非常勤職員の報

酬、共済費、通勤手当の残がここにあらわれて

いるということでございます。

○図師委員 それが、この説明事項で非常勤職

員さんのということですが、余り適当じゃない

ような説明じゃないかなと思うんですが、なぜ、
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これが奉仕活動という形の名目になるんですか。

○福田県立図書館長 奉仕活動費というのは、

わかりやすくいいますと、カウンター業務をし

ていただいている非常勤の職員を雇用しており

ます。その人たちに日数計算で報酬を渡すわけ

ですけれども、お休みその他があって、そのあ

たりの執行残が出てくるということがございま

す。

○緒嶋委員 これは総務課かな。教育研修セン

ター施設改修事業。390ページ。5,807万8,000円。

これは、これだけの不用額というか減額になる

ということは、予定された事業の中で執行残が、

入札残でこれだけ出たわけですか。

○大西総務課長 おっしゃるとおりでございま

して、工事請負費が、この場合、当初予算が８

億7,000万余ございまして、そのうち5,600万円

余が執行残ということになっております。おっ

しゃるように、落札といいましょうか、入札残

が相当出ていまして、おおむね、例えば建設主

体工事が、予定価格に対して最終契約額が率に

すると90.8％であったりですとか、そういう関

係もありまして、この金額の減額ということに

なっております。

○緒嶋委員 これだけ入札残が出るというのは

悪いことじゃないわけですが、これはやはり内

部施設をこの残金で回すというようなことは、

目的外になるわけですかね。恐らく施設ができ

れば、それに必要な備品というのもあると思う

んです。そういう使い方はできんかったわけで

すか。

○大西総務課長 実は、ありがたいことに執行

残が少し出ましたので、新しい建物の中に必要

となる備品類について財政課とも協議をさせて

いただいた上で、少し備品費のほうに流用をさ

せていただきました。

○緒嶋委員 少しじゃなくて余計、流用された

ほうがよかったんじゃないか。

○大西総務課長 相当程度、回させていただき

ました。ありがとうございます。

○緒嶋委員 それでも余ったということならい

いですけれど、後で、しまったと思うことのな

いようにしていただきたいと思います。

それから、395ページ、これは財務福利課かな。

維持管理費が、やはりこれも１億1,727万9,000

円、かなり出ておるわけです。教育委員会は大

体予算取りが下手なほうだけれど、こんなに残

余を出すということは、まず、これは財政課が

厳しく返せと言ったわけですか。これは金額が、

必要なものはどれだけでもあるわけですので、

こういう点では、組まれた予算をうまく使うと

いうのが一つの重要な視点にならないといけな

いと思うのですけれど、どうですか。財政課に

協力したということですか。

○田方財務福利課長 この予算の残りといいま

すのは、やっぱり入札の執行残になります。今、

おっしゃいましたように、１件の工事、例えば

建物、この工事をやるっていうのを年度当初に

決めておりますので、その工事をやるための金

額としていただいております。それで、大体１

億1,727万9,000円の残額と申しますと、当初予

算と最終予算の比率でいくと90.6％ぐらいの執

行率になります。営繕工事の一般競争入札によ

る落札率を見てみますと、おおむね91％程度で

すから、この予算額で大体、これぐらいの残り

が出たということになります。

これを回せないかということなんですけれど

も、工事は設計がありまして、年度当初で設計

をしたものでないと工事というのはなかなかで

きないということがありますので、年度当初、

予定したものの工事は全てをやっているという
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ことで入札執行残ということになります。

○緒嶋委員 もちろんそういうことはわかるん

ですけれども、施設は、営繕なんかは悪いのが

翌年で繰り越しというのもかなり出てくるわけ

です。そこ辺はかなり、財政課との相談にもな

ると思うんですけれど、やっぱりある程度、こ

の予算で繰り越してでも一日でも早く営繕をう

まくやったほうがいい場合もあるわけですので、

そこ辺が教育委員会としては、私から見ればもっ

たいないというような、わざわざ予算的にいた

だいたものを返す必要はないんじゃないかと思

うから、それは言われたとおり、決められたほ

どやればというのが一つのルールであるけれど

も、そこ辺を臨機応変にやって、学校の施設運

営というのはやはり子供のためにも教育施設と

しても充実したほうがいいわけですので、そう

いうことはぜひ、金を残せばいいという形じゃ

なくて、有効にいかに利用するかという視点も

私は必要じゃないかなという気がするわけです。

○田方財務福利課長 ありがたいことですけれ

ども、一応大きなものは、先ほど申し上げたと

おりなんですけれども、維持管理費の中でも修

繕費とかいうのは学校執行でやっていただいて、

なるべく学校が困らないように、悪いところは

修繕ができるように伝達をしながらやっており

ますので、その点は予算を有効に使っていきた

いと思っております。

○緒嶋委員 特別支援教育振興費、これは411ペ

ージ。これも国のほうから10分の10来るような

補助事業というか、そういうものがかなり減額

にされておりますけれども、これはやはりどう

にもならんかったというか、国からこれだけし

か配付できないと言われれば、もう仕方がない

ことでありますけれども、特別支援教育エリア

サポート体制強化事業とか、いろいろいい事業

であると思うんですけれど、こういうのは仕方

がなかったんですか。

○坂元特別支援教育室長 実は、委員がおっしゃ

るとおり、これは国が10分の10で、3,600万程度

で計画を出したんですが、４分の１の900万とい

うふうに、非常に大きな減額の査定になりまし

た。本室で約40％ぐらいを国費のほうで賄って

いるような状況もあるんですけれども、その中

で、これは絶対きちんとやらないといけないと

いうのは県費のほうで賄い、それを補充するよ

うなことを、国のほうで予算をという形でやっ

ております。

ただ、いかんせん４分の１になったというこ

とで、やっぱり計画の見直しをすることになり

ました。具体的には、合理的配慮協力員という

のを14名配置するところを３名となりましたの

で、この３名を県央、県北、県西の大きな学校

に配置いたしまして、この業務というのが、い

ろんな事例を集めるという業務でしたけれども、

今、それをたくさん集めていて、２年間やった

実績がありますんで、ちょっとその内容を集め

るという方向から整理をして、学校が使いやす

い形で整理したのを、学校のほうに提供すると

いうような形の業務に少しシフトといいましょ

うか、業務を変えまして、そういう形で、でき

るだけ子供たちの、先生方の影響にならないよ

うな形で、少なくなりましたけれども、工夫を

したところであります。幸い合理的配慮協力員

というのが直接子供に教える教員ではなくて、

先生方にいろんな事例を紹介するという形でし

たので、直接的な影響はなかったんですが、た

だやはり大きな計画の見直しをしたというのは

あります。

○緒嶋委員 できるだけ国の金はいただいたほ

うがいいわけですので、ぜひ努力していただき
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たいと思います。

それから、434ページの埋蔵文化財保護対策費、

これは、いろいろ開発行為をする場合には埋蔵

文化財の調査をすると。これがそれぞれの、こ

こでも書いてある国道とか東九州道とかですが、

そういう道路整備とか開発行為が埋蔵文化財の

調査によってはかなり停滞するというか、事業

の進捗がおくれるということがあるんですけれ

ども、そういうことがないようにスピーディー

にやってもらいたいんですけれども、これはは

けでやるような仕事だからなかなか重機でやる

ようにはいかんわけですが。そのことで事業の

進捗に影響が出るというようなことは、この27

年度はなかったですか。

○大西文化財課長 結論から申しますと、進捗

に支障は出ないようになっております。将来的

に供用開始の時期が大体決まっていますので、

そこまでに、少なくとも発掘調査で供用開始が

おくれたと言われないような努力はしなきゃい

けないと思っています。

○緒嶋委員 これはもう、県のほうは、いえば10

分の10、皆それぞれの事業者が金を出すから県

の財政には何ら金銭的には影響がないけれども、

事業の進捗がこのことでおくれるということは

やはり問題でありますので、今、言われたよう

なことで、できるだけスピーディーに、円滑に

ものが進むようには努力してほしいと思います。

次は、きょう、博物館長は見えちょるかな。

民家園の文化財再生・伝世事業ですね。これ

は、民家が５軒ぐらいあるんですか。もとは江

戸時代のもので貴重なものですが、やはり維持

補修というのは絶対必要だと思うんですが、こ

れはマイナス2,299万8,000円となっております

が、老朽化とか腐食はあんまりしてなかったか

らということでありますけれども、まだ、これ

は計画されたものが全て終わったわけじゃない

わけですね。

○冨髙総合博物館長 おっしゃったとおり、民

家園に４棟、建物がございますけれども、今回、

終了したのが28年度、ことしの２月に終了しま

したけれども、２棟の修理が終わっております。

その分の執行残がこれだけあったということで、

今後、28年、29年で残りの２棟を改修する予定

になっております。

○緒嶋委員 ぜひ、これはそういうことで計画

的にやらんと、もう老朽化してしまって。でも、

また金は余計要るわけですし、今度の委員会で

一回、視察へ行くといいかもしれんと思うんで

すけれど。ぜひ貴重なものでありますし、ちょっ

と目立たんところにあるから、みんな気づかん

というか、行ったことのない人も多いんじゃな

いかなというものですけれども、やはり昔、ど

ういう家屋に住んでおったのかというのを見る

だけでも勉強になると思いますので、この保存

は十分に金をかけて、カヤぶきということで火

災の心配もあるわけですが、ぜひ、これの保存

に力を注いでもらいたいと思います。

○中野委員 ちょっと教えてください。当初予

算が大体1,096億1,000万、そのうちのトータル

の教職員の人件費というのはどこに出てくるん

ですか。

○大西総務課長 今ごらんになっている385ペー

ジ、ここでいきますと、右から２列目を今おっ

しゃったんですか。昨年度の分ですけど。

○中野委員 当初予算です。

○大西総務課長 これは26年度の当初予算額で

す。

○中野委員 これは、27年度ですよね。1,085、

補正前の額だから。この人件費。

○大西総務課長 この385ページでいきますと、
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平成27年度の補正前の額の欄、この中で教職員

課をごらんいただきますと、教職員課、中ほど

です。よろしいですか。385ページ。大きな数字

が並んでいると思うんですけれども、結局教職

員課の事業全部が人件費というわけではござい

ませんが、大半が人件費でございまして、トー

タルでいきますと、大体教育委員会予算の90％

程度が職員の人件費ということになっておりま

す。

○中野委員 それで、人件費を引いた残りが事

業費ということよね。すると、今回の補正額の20

億だったね。これ何％が事業費、人件費を抜い

て何％ぐらいあったんですか。

○大西総務課長 少しお時間をいただきたいと

思います。

○中野委員 いや、それで、補正マイナス額と

いうのは結構多いんです。だから、人件費はど

うしようもないけど、20億というのが事業費ベ

ースでどれぐらいあったのかなと。最終的には

マイナスシーリングがかかるでしょう。この辺

がどのぐらいになるんですか。ただ、極端な言

い方をすると、県は当初で余計に予算を見せか

けようとするわけ。だから、実質、本当に20と

いうのがどれぐらいのあれ。マイナスシーリン

グは何ぼぐらいやったと。その分で何ぼ。人件

費はどうしようもないわな。

○大西総務課長 おっしゃっているところは、

マイナスシーリングというよりかは当初予算に

係る執行保留額のことだと思いますが、おおむ

ね最終的には事務費等について、対象経費が全

体に係るわけじゃありませんけれども、対象経

費がざっくりいいますと多分８億程度になると

思うんですが、そのうちの５％から12％の範囲

内で執行保留ということで、節約を図るという

ことになっています。結局、年度途中でどうし

ても必要な経費については、先ほど緒嶋委員が

おっしゃったように、当初予算で組まれたとお

りに執行するものもございますので、トータル

でいくと最終的には５％程度、つまり今回でい

うと、約１億程度が節約額ということになろう

かと思います。

○中野委員 それと次、もう一つ。スポーツ振

興課。県の体育協会への繰り出しというのかな。

あれはどこに出てくるんですか。

○古木スポーツ振興課長 県の体育協会に対す

る補助金のことだと思いますけれども、特に、

このページで申し上げますと、428ページのほう

にございますけれども、一つは、一番下のとこ

ろでございますけれども、体育大会費のところ

で国民体育大会に関する経費というのがござい

ますが、ここが一つ大きなものとしてございま

す。

それと、続きまして、429ページになりますが、

競技力向上推進事業というのが事項のところに

あると思いますけれども、ここの選手強化にか

かわるところについて、非常に大きな補助金が

発生しているということになります。

○中野委員 国民体育大会は別として、これは

毎年あるわけか。そうすると、今、大体、体育

協会の予算というのは年間どれぐらいなんです

か。

○古木スポーツ振興課長 県体育協会にかかわ

りますものは、全体で、今年度の補助金としま

しては、27年度当初で２億2,300万ほどなんです

けれども、そのうちの国民体育大会に関する経

費が9,000万程度ございますので、それを差し引

きますと、１億ちょっと超えるぐらいの額が補

助金として行っているということになろうかと

思います。

○中野委員 わかりました。
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○大西総務課長 済みません。遅くなりまし

た。385ページ、歳出予算説明資料のところで御

説明させていただきますけれども、補正額の欄

をごらんいただきますと、上から２段目、一般

会計補正額マイナスの20億円余ということに

なっております。このうち教職員課の12億円余

のうちの、ほとんどが人件費になっております。

この補正額が。ざっくりいいますと12億程度。

それと、教育庁総務課の分にも事務局職員の分

の給与関係が入っています。これが3,800万程度

の減額になっています。合わせますと、20億の

うちの約12億が人件費の補正減ということです

から、その他の経費については８億程度が補正

減ということになるかと思います。

○中野委員 それとちょっと、人件費の退職金

のマイナスが出てたですよね。あれは、退職者

というのは大体４千万くらいかな、一人あたり

にすると。

○西田教職員課長 退職手当につきましては、38

名の減ということで、７億9,000万出ております。

１人がやはり2,000万を超える金額ですので、そ

のような状況になっております。

○緒嶋委員 文化財課、433ページ、西都原古墳

群調査整備活性化事業、名前はいいんですが、

私は宮崎県では西都原古墳群を中心に、あそこ

の整備を進めることが宮崎県の観光の意味から

も、教育的な意味からも一番重要だと思うんで

す。高千穂はまあまあですが、宮崎県の本当の

観光の拠点というのが高千穂以外にどこがある

かといったら余りないです。青島は亜熱帯植物

園もあるけど、宮崎県の中心を考えると西都が

宮崎県の中心で、そこが活性化されないと宮崎

県の観光はなかなか生きてこない。やはり佐賀

の吉野ケ里は、あれがあったから佐賀も物すご

く観光客もふえたし、もう今度、新幹線も通ろ

うかというようなことになってきている。だか

ら、この西都原を教育的な意味も含めて整備を

するということ、私は大変重要だといつも言っ

ているんですけれども、活性化事業なんかの減

額になるというのは、これももっぱら500万足ら

ずだから大したことないといってはそれまでで

すけれど、何かもうちょっと積極的に教育委員

会も西都原の活性化というか、古墳、これはも

うすばらしいものがあるわけだから、このあた

りの考え方がどうも何か積極性がないというか、

力が生きてないというか、そういう気がするわ

けですが、これは残余が出たというのはどうい

うことですか。

○大西文化財課長 西都原の整備につきまして

国庫補助をいただいております。国庫補助で二

百数十万ほど減額が生じまして、いわゆる国庫

補助がいただけなかったと。２分の１補助なも

んですから、それに合わせまして県費も減りま

して四百数十万の国庫補助に伴う減額、それか

らあと、50万ほどは執行残が出ております。

以上でございます。

○緒嶋委員 全体的な事業費は幾らだったんで

すか。これは、残額しか出てない。

○大西文化財課長 2,550万8,000円ほど当初予

算で計上させていただきました。

○緒嶋委員 それならば、一応約2,000万の事業

はしたということですか。

○大西文化財課長 そのとおりでございます。

○緒嶋委員 ぜひ、今後とも力を入れて、西都

原の魅力アップというようなことも含めて、力

を入れて整備を進めてほしいということを強く

要望しておきます。また、新しい年度の予算で

出てくるだろうと思いますけれど。

○日高副委員長 415ページの学校非常勤職員、

賃金職員、学校医等の配置による経費が１
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億6,400万余の残なんですが、なかなかもう教師

は多忙で、非常勤講師をフルに活用せんといか

んという割には余りにもちょっと残が多いよう

な気がするんですが、そこをちょっと。

○西田教職員課長 非常勤講師につきましては、

年間を通して最大限できるように予算化してお

りまして、ただ、それが学校行事等で時間が切

れたりとか、非常勤を見つけるときにちょっと

見つからなかったりとか、そういう分でこのよ

うな残が出ているというような状況になってお

ります。

○日高副委員長 そしたら、そんなに困っては

ないわけですよね。基本的にこれだけ残が出れ

ば。結局フル活用ということで、最大のフル活

用をしたらこれぐらいということですが、それ

がまず前提にあって、これを進めていかないと

いけないものかなと思うんです。これはある程

度使い切るぐらいの気持ちでやらないと、結局

国に教員の、正規の職員をお願いしますと言っ

たり、非常勤講師の増をお願いしますと言って

いる割に、この残というのは、正直ちょっと言っ

ていることと現場で行われていることが違うな

という気がしていますが、その辺はどうでしょ

う。

○西田教職員課長 今、議員の言われたように、

それぞれの非常勤の講師の状況の中でできるだ

け多くの時間を使うようにしないともったいな

いということになりますので、その努力をして

いきたいと思っております。

○日高副委員長 やはり努力をしていかないと

いかんなと思っているんです。これは説明がき

かないんです。とにかくいろんな形でやっぱり

これからやっていく中で。

あと、427ページです。県営スポーツ施設管理

運営に要する経費、これは、人件費とかそうい

うもの、プラス、修繕費もここに入っているん

ですか。

○古木スポーツ振興課長 ここのスポーツ施設

管理費というところは、ページで申し上げます

と、428ページのところの施設管理運営費（直営）

と書いておりますけれども、基本的に、例えば

県有施設、運動公園の有料施設、ライフル射撃

場、県体育館等については指定管理制度等で管

理を今、していただいている分がございまして、

この運営費につきましては、スポーツ指導セン

ターが一応直営ということで管理をしておりま

すので、そこにかかわる事業費の残ということ

でございますので、ここの中には、基本的に施

設整備のものは入っていないということで御理

解いただければありがたいと思います。

○日高副委員長 どこに入っているんですか。

○古木スポーツ振興課長 しばらくお待ちくだ

さい。施設整備につきましては、まずは、50万

円以下の部分については指定管理のほうに指定

管理費としてそこに含まれておりますけれども、

例えば運動公園等については、サンマリン球場

とかひむか球場等については、基本的に50万円

以上の部分は県土整備部で整備を行うというこ

とになっております。

○日高副委員長 最後にもう一つ、429ページに

宮崎県スポーツ推進基金に関する経費とあるが、

宮崎県スポーツ推進基金というのは何なのか。

それと、これは積立金とかあるのかなと、その

辺がちょっと。

○古木スポーツ振興課長 宮崎県スポーツ推進

基金につきましてでございますが、これは、官

民一体となって宮崎県におけるスポーツの一層

の推進と競技力向上を図るということを目的に

つくられた基金でございまして、平成24年の４

月１日に５億円規模でつくられております。
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内容といたしましては、施設及び施設整備以

外の財源とすることとなっておりまして、生涯

スポーツの推進とか競技力向上に係る事業に充

てておりますが、基金の財源といたしましては、

宮崎県体育協会からの寄附が３億1,600万円、宮

崎県のほうは１億8,400万円を足しまして５億と

いうことで、毎年それを取り崩しながら、今現

在、活用しているというような状況でございま

す。

○日高副委員長 ５億円の基金があると。強化

費という部分についても一般財源と別枠で、基

金という形であるわけですね。その辺体育協会

とか、これちょっと議案とはずれるけど、体育

協会とかとうまい使い方を、５億円もあれば実

のある使い方をしていかないといけないですね。

よろしくお願いします。

○重松委員長 そのほか、ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、次に報告事項に関

する説明を求めます。

○田方財務福利課長 損害賠償額を定めたこと

について及び宮崎県育英資金貸付金の債権管理

上必要な訴えの提起、和解及び調停について、

地方自治法第180条第２項の規定に基づき御報告

をいたします。

別冊の平成28年度２月定例県議会提出報告書

をお願いいたします。

インデックスの別紙１のところ、５ページを

お開きください。

上から３段目の車両損傷事故の事案について

でありますが、平成27年12月４日に、延岡市土

々呂町５丁目2006番地の17、旧延岡ととろ聴覚

支援学校の出入り口付近において、県立延岡し

ろやま支援学校の日々雇用賃金職員が草刈り作

業を行っている最中に、はじいた小石が、自宅

車庫に駐車中の相手方の車両前部に当たり、ウ

インドーガラス、ボンネット、ヘッドランプ、

バンパーカバーを損傷したものでございます。

損害賠償額は、右から２列目に書いてござい

ますけれども、22万7,571円、専決年月日が平成28

年１月14日でございます。

なお、今回の事故発生後すぐに、学校に再発

防止のための通知を行いまして、草刈り時に人

や車両等に危険が及ばないよう、必ず作業前に

点検確認を行うなど、具体例を挙げて、作業中

の安全に留意するように注意喚起を行ったとこ

ろでございます。

次に、インデックス、別紙３のところ、９ペ

ージをお願いいたします。

９ページから10ページになりますけれども、

育英資金貸付金等の返還請求に対する訴えの提

起についてでございます。

９ページから10ページで16名おりますけれど

も、今回、16名につきまして支払い督促を行い、

異議申し立てがなされたことにより、貸付金等

の返還請求の訴えを提起するものでございます。

表の右端にそれぞれ専決年月日を記載してお

ります。

なお、９ページの上段、氏名を読み上げます

けれども、冨永裕貴、一番上です、及び冨永明

美、それから、10ページをお開きいただいて、

下から４段目の中園武夫の３名につきましては、

滞納となっている貸付金等が全額返還をされま

したので、訴えを取り下げております。

説明は以上でございます。

○重松委員長 報告事項に関する執行部の説明

が終了しました。質疑はございませんでしょう

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 ないようですので、次に、その
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他の報告事項に関する説明を求めます。

○古木スポーツ振興課長 お手元の常任委員会

資料５ページをごらんください。

平成31年度全国高等学校総合体育大会南部九

州大会の開催についてでございます。

１の経緯でございますが、全国高等学校体育

連盟による全国高等学校総合体育大会開催基準

では、輪番での大会開催を原則としており、平

成31年度の全国高等学校総合体育大会は、本県

を含む南部九州４県で開催することとなってお

ります。

なお、総合開会式は、都道府県単独で開催し

ていた１巡目の開催順で行われることになり、

今回は鹿児島県で開催されることとなっており

ます。

全国高等学校総合体育大会、通称インターハ

イは、全国から延べ6,000校を超える高等学校の

選手、監督、コーチ等が参加し、30競技、34種

目の競技種目において競技を繰り広げる、高校

生最高、最大のスポーツ祭典であります。

かつては、一都道府県で単独開催をしており

ましたが、平成22年度の沖縄県開催をもって都

道府県単独の開催は終了し、平成23年度の北東

北大会から、全国を９ブロックに分けて開催を

しております。

２の期日及び会場地でありますが、平成31年

７月下旬から８月までの20日間程度を予定して

おり、会場地は南部九州４県の各市町村となり

ます。

３の本県で開催する競技につきましては、南

部九州４県の高等学校体育連盟の各競技専門部

で協議の上、九州高等学校体育連盟理事長会に

おいて開催競技が決定しております。

本県で開催する競技は、表に示しております

とおり、バレーボール、ソフトテニス、ソフト

ボール、弓道、テニス、登山、ボクシング、ホッ

ケー、少林寺拳法の９競技でございます。

４の本県の競技会場地につきましては、来年

度、市町村への意向調査を実施した上で、市町

村や競技団体等と協議の上、決定する予定でご

ざいます。

５の本県開催競技における参加者数は、選手、

監督、コーチ等、約１万人の参加を見込んでお

り、日本のひなた宮崎のよさを全国に発信する

絶好の機会となるとともに、大会運営等のノウ

ハウなど、今後のさまざまな大会につながるも

のと考えております。

６の今後の主なスケジュールとしましては、

本年度中に南九州４県合同で開催承諾書を全国

高等学校体育連盟に提出し、28年度には競技会

場地の選定、そして、30年度には県実行委員会

を設置する予定でございます。

なお、６ページは、開催の輪番等を示す全国

高等学校総合体育大会の開催基準抜粋でありま

す。一番下の表の全国高校総体開催地一覧にあ

りますように、平成31年度は、西地域の九州ブ

ロックで、南部九州の輪番となっております。

○重松委員長 その他の報告事項に関する執行

部説明が終了しました。質疑はございませんか。

○日高副委員長 来年はたしか、これに合わせ

たブロックのプレ大会がないですか。それは、

スケジュールに書いてない。

○古木スポーツ振興課長 プレ大会といいます

か、国体のほうの九州ブロック大会が平成28年

度の開催ということでございます。

○日高副委員長 ということは、成年のほうも、

高校生もということですか。高校だけじゃなく

て、ということですか。

○古木スポーツ振興課長 国体の九州ブロック

大会については、成年も高校生も少年も含まれ
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て宮崎での開催ということ、国体の九州ブロッ

ク大会については両方でございます。

○緒嶋委員 この競技は、県下の市町村に一応

希望というか、それを聞くということですが、

基本的にはやっぱり宮崎市を中心にということ

になるわけですか。

○古木スポーツ振興課長 ここにつきましては、

市町村の御意向もお伺いしながら、競技団体の

ほうと、どこの会場がいいのかということを含

めて協議をした上で、決定をしていきたいと考

えております。

○緒嶋委員 ちょっと先だけど、国体も将来出

てくるわけですわね。そういうことを含めれば、

市町村の意向を十分尊重しながら決めるという

のがいいんじゃないかなという気がしますので、

将来を見据えて会場を設定されることが必要

じゃないかと思いますので、要望しておきます。

○田口委員 今、国体でいいますと、競技場が、

いわゆる決められた基準に満たさないというこ

とがいろいろ言われていますけれど、高校総体

には、いわゆる全体がやる分にはその厳しい基

準みたいなものがあるんですか。

○古木スポーツ振興課長 高校総体につきまし

ても、それぞれ競技によって競技場の基準とい

うのがございますが、そんなにハードルの高い

ものではございませんで、ただ、数の問題がご

ざいまして、例えば、バレーボールであります

と、屋内コート８面ということがございますが、

ただ、その８面というのも何カ所か使っての８

面ということになりますので、そういった対応

はできますし、国体ほどはそういったハードル

は高くないと考えておりますので、基本的にこ

の大会に当たっては、施設については既存の施

設を使うというのが、高校総体については基本

的なスタンスになっております。

以上でございます。

○田口委員 既存の施設を使うというのは結構

それに近いことだと思いますので、先ほど緒嶋

さんが言われたように、国体のことも考えなが

ら、これもやっぱり二重経費にならないような

形で、ぜひ進めていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

○重松委員長 その他、ないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、その他のその他で何

かございませんか。

○中野委員 当初予算の常任委員会があります

よね。あれ、教育委員会の予算というのは県庁

の中でも結構多いんです。それはほとんど人件

費。できたら、人件費、あるいは公共工事、建

物とか、いわゆる義務的経費というのか、そう

いうのを抜いて、いわゆる政策的経費、例えば

子供の学力向上について幾らぐらいとか、スポ

ーツの振興が幾らぐらいとか、ちょっとそこら

辺を区分けして、もう、これ決まっとるから人

件費なんか一生懸命見ても仕方ないし。そうい

う分野に分けて、当然教育委員会でもそういう

の持っているはずです。持ってないとおかしい

と思うんやけど。それ一つ、お願いしていいで

すか。

ちょっともう一つ、個別で済みません。国富

町のスマートインター、一生懸命、今、発掘工

事がありよるんです。あれ、いつ終わる予定で

すか。

○大西文化財課長 発掘調査は来年度いっぱい

かかる予定です。

○井本委員 私も一つ。ちょっと前から気になっ

ていて、この前、日向に視察に行ったときに、

キャリア教育ですか、あそこでやっていて、見

てて、ああ、いいことをやっているなと思った
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んだけれども、普通学校に地域対策本部という

のがあるでしょう。あれは、地域対策本部とい

うんだっけ。あれとの兼ね合いで、ちょっと彼

らもそれと同じようなキャリア教育みたいなこ

とをやるじゃないですか。その辺の兼ね合いを

うまくやっているのかなと思ってちょっと心配

だったんだけれど、その辺をうまくやっている

んでしょうか。

○恵利生涯学習課長 生涯学習課関係の事業で、

学校支援地域本部事業という事業をやっており

ます。この事業には、地域の方々、学校を支援

するいろんな活動、学習だとか、いろんなボラ

ンティア面で携わっていただく方がいらっ

しゃって、周辺の企業の方または地域の高齢者

の方々もいらっしゃいます。その方と企業が

ちょっと重なっている部分もある本部もござい

ます。

以上です。

○井本委員 いや、だから、重なっているから、

私が心配するのは、あのキャリア教育は本格的

です、あそこのは本格的なんでそれはいいんだ

けれど、あれがやるとすると地域対策本部の人

がやる気をなくすんじゃないかと思って、その

辺を心配するわけです。同じことを大体、まず

同じじゃないんだけれど、こちらも高度なんだ

けれども、向こうだってそれに似たことを、キャ

リア教育みたいなことをやるじゃない。だから、

やっぱりやるなら、どちらも一生懸命、日南か

どっかへ視察に行ったとき女性たちも一生懸命

やっていました。あれがやる気をなくすと、ま

たいかんのじゃないかと思って、それを心配す

る、その辺の兼ね合いを言いよるわけ。

○恵利生涯学習課長 キャリア教育の部分とは

少し違って、日常の教育支援というんでしょう

か、ボランティア的な、学校地域支援本部は学

習の支援またはお手伝い的な部分がたくさんあ

りますので、そういう部分のすみ分けをしっか

りしながら学校支援地域本部事業は取り組んで

いきたいなと思っております。

○井本委員 だから、それをわかっていればい

いんだけれど、せっかく地域本部の連中がやる

気になってるのに意気をそぐんじゃないかって

私は心配しとるわけ。だから、ああいう、例え

ば企画を立てるときに、恐らく、どこが立てる

のか私にもわからんけれど、学校で企画を立て

て、そして、あそこにキャリアが頼みに行って

いるのか、そういう地域本部なんかが企画を立

てて、あそこに頼みに行きよるのか。やっぱり

彼らのことを思えば顔を立てないといかんと思

う。やる気をなくしますよ。あんな同じような

ことをやっていて、私もあそこをちょっと質問

したら、いや、彼らは大したことはやってませ

んわというような言い方をしたから、私はちょっ

と気になってたわけです。ひとつその辺をうま

く、彼らのやる気をそがないようによろしくお

願いします。

○中野委員 済みません。私、教育事務所がか

なり、人件費だけ見て事業費がどうなっとるか、

これじゃわからないんです。事業費と予算を分

けたような、そこら辺の整理したものを今度、

お願いします。

○日高副委員長 今、言ったキャリア教育支援

事業、多分、今度全県的にやっていこうという

話だと思うんですが、この拠点というのが宮崎

市じゃないといけないという理由は明確にある

のかなというのが一つと、もう一つが、スポー

ツ関係なんですけど、今、木の花ドーム含めて、

体育施設も含めまして、私もずっと今の立場で

は行けなかったもんですから、今まで関係者と

話をした中で、大体巨人軍が沖縄に行くぐらい
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になってから、やはり県とのすき間風というの

がだんだん吹き出したなという意識を持ってい

るんです。何となく空気があるんです。それで、

結局、今、指定管理者で、担当はスポーツ振興

課、しかし、50万以上の予算がというのは県土

整備部ということで、何回もこういうとこを、

ああして、こうしてと申し入れしているけれど

一向にやってくれないから、僕らはもう必要が

ないんだなみたいな感じの県とのすき間風です。

その辺も、県の意向というのももちろんこれは

あると思うんです。長くキャンプに来ているか

ら、ちょっとマンネリ化してきたなというよう

なものというのは、空気の中ではもう確実にあ

るんです。ソフトバンクのほうは、宮崎市が本

当にすごく盛り立ててやっているなという印象

をかなり受けるんですけれど、読売巨人のほう

は、１カ月おったのが２週間になってしまった

というのもあるんでしょうが、その辺で、もう

整備をきちっとして、例えば、木の花ドームの

人工芝が現実的にはかたくなっているという話

もあるんですけれど、また金がやっぱりかかり

ます。そこまで金をかけて、読売巨人軍を引き

留めるのかとか、そういう話も出てきます。そ

の辺もちゃんと整理して、自主的にやる、どう

いう形でやっていくのかというのは、やるのか、

やらんのか、２つの選択があるんですが、その

辺というのはどう考えているのかなと、私ふと、

ちょっと首をかしげるような状況だったのです

が、その辺、これは誰に答えてもらえばいいか

な。

○川越学校政策課長 １点目のほう、まず、キャ

リア教育に関してですが、宮崎市が中心になら

なきゃいけないのかどうかということ、新規事

業の件にもちょっとかかわってきますけれども、

県としましては、今のところ県のセンターに中

心的なものを、センターを置こうかなと、キャ

リア教育センターの機能を。ただ、それは、先

ほどちょっと話題になりましたが、日向市の取

り組みをいかに全県下に広げるかということで、

県内に９つ、商工会議所がございますので、そ

れぞれの商工会議所を中心にキャリア教育の取

り組みを広げていくという構想は持っておりま

す。ですから、そういった意味では、来年、再

来年ぐらいも含めて、中心的なところから回っ

ていくということで、一応は研修センターのほ

うにそういう機能を持たせていこうかなと思っ

ています。

○日高副委員長 中心で、やっぱり県庁所在地

だから宮崎。でも、ほかの県は違うんです。発

祥の地に置いたりとか、結局もう交通の便もよ

くなったと言っているわけですから。それで何

で、全てのものをやっぱり宮崎市周辺に置かな

いといけないのかと。一般質問でスポーツラン

ド宮崎市と言った人もいましたが。実質、最初

にもう宮崎に持っていけば済むような感じと。

これ違うと思うんです。私は違うと思います。

○川越学校政策課長 形上、一応宮崎市にして

いますけれども、先ほど申し上げましたように、

９つの商工会議所、地方ごとで、いわゆる日向

のよのなか教室を中心に広げていくという根本

的なものがございますので、最初の数年間は、

一応は県と連携をしないといけないということ

がございますので、そういった意味では研修セ

ンターのほうに一応まずはつくって、そして、

９つのところを商工会議所のところとつなげて

いくというようなことで考えているところです。

○日高副委員長 また、話します。ここでは言

えんから。

○古木スポーツ振興課長 ２点目の御指摘でご

ざいますが、施設につきましては、要望につき
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まして、先日、議員のほうからもお伺いしまし

て、先般、三軍の高木マネジャーさんの立ち会

いのもと、県のほうも、管理をしています、う

ちのスポーツ振興課、スポーツ指導センターと

指定管理をお願いしています施設協会のほう、

それに、実は県のキャンプの直接の担当という

か、要望をお受けするのは観光推進課でござい

ますので、観光推進課にも一緒に来ていただい

て、そして、市の観光推進課にも来ていただい

て立ち会いのもとに、いろいろまた施設の御要

望等については丁寧にお伺いしたところでござ

いますので、また、これにつきましては、次年

度、どういうような形で対応できるかというこ

とを、今、検討させていただいているところで

ございます。当然キャンプ等に来ていただいて

いますので、そこは丁寧に対応したいと思いま

す。ただ、先ほど申し上げました、ちょっと私

の段階では、大きなスタンスについてはなかな

かお答えできませんけれども、今ある課題につ

いては、そのように丁寧に対応させていただい

ているというところでございますので、途中経

過等、また御報告をしたいと思います。

○日高副委員長 サンマリンは、まだ10年そこ

らですよね。あと、ひむかスタジアムという球

場があるんです。サンマリンに行けば、お客と

か、いろんな方は、ちょっと二軍も見にいこう

かって、ひむかにも行ったりするんです。そう

なってくると、とてもとても、何だこれという

のは相当あるけれど、言えないというんです。

そういうすき間風みたいなのって。ということ

で、そういう、来年、来たときにどうなってい

るかということで判断してくださいよというよ

うなことは多分言われたと思うんですが、これ

は知事の方針もあるだろうし、そういうのも含

めて、もっと整備をしっかりやっていただけれ

ばなと思っております。よろしくお願いします。

○緒嶋委員 教職員の異動の人事も、もう恐ら

く詰めの段階に来とるだろうと思うんです。やっ

ぱり学校の学力向上は、学力に差が出てくるの

は、私は先生の力が物すごく大きいと思うんで

す。もちろん環境もあります。塾のあるところ、

塾がないところ、それぞれ親の教育熱心とかい

ろいろ。しかし、教育委員会としてできるのは、

人事をどういう形で均衡あるというか、学力の

ないところほど優秀な先生をやるようにしな

きゃいかんわけです。先生たちは宮崎を拠点に

住みたいから、もう単身で僻地に行くのは嫌だ

という人、人情的には、もうそれはわかります。

しかし、教育委員会としては、どこの子供も平

等な形で力をつけるような体制を教育委員会は

やらにゃいかんわけです。そのあたりで異動の

希望をとったら、もう田舎に行きたいという希

望は恐らくあんまり出てこないんじゃないかと。

ある意味ではそれは一つのシステムとして教育

委員会が適地配置というか、適正配置をやらにゃ

いかんと思うんですが、その基本的なものは個

人の意向だけでは平等にはなかなかいかんと思

うんですが、そのあたりを十分配慮した人事異

動をやってほしいと、そう思うんですけれども、

これは教育長もいろいろ、将来、我々としては

残念な情報も入ってきておりますが、教育長と

して、そこ辺を後輩にもつないで、宮崎県はど

こでも、高千穂だろうが五ヶ瀬だろうが宮崎市

だろうが、子供の学力に差ができないような、

そういう体制をとってほしいと思うんですけれ

ども、そのあたり、今度の人事異動では、少し

は配慮をされておるのか。たくさん配慮してほ

しいんだけれど、どうですか。

○飛田教育長 全く同じように、本当に力強い、

背中を押していただける御提言をいただいたな
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と思いますし、前の学力のときにも、中野委員

だったと思いますが、学校の先生がそこの鍵を

握っちょるんじゃないというようなことで言わ

れて、実は、人事異動に関して、これまでも僻

地にどうやって上番してもらうかとか、いろい

ろ取り組みましたが、ここ２年ぐらいである程

度制度を変更してますし、今年の異動に関して

は、どこまで言っていいかというのはちょっと

迷うところもあるんですが、学校ごとの課題を

全部洗い上げて、それにどうやってフォローを

していくか。それを極力考えるような方針で今、

作業をさせていただいているところです。可能

な限りやっぱりそういうことを考えなくてはい

かんと思って取り組んでおります。

○緒嶋委員 やはり、親としては将来の進路と

か進学を含めて、どこでも本当自分の子がかわ

いいのは誰も同じでありますが、その中で、や

はり学力の差が大きくできるというのは、これ

は教育制度として問題だと思うんです。だから、

それは、能力に個人差があるのは当然でありま

すけれども、できるだけ教育の立場から言えば、

平等に教育が受けられるような、そういうシス

テムというか、それをぜひ教育委員会は考えて、

今後ともやってほしいということを強く要望し

ておきます。

○中野委員 全く、緒嶋先生の意見と一緒で、

結局いい先生というのはどういうのかな。いろ

んな条件が子供たちにあっても、それを取っ払っ

て学力を上げる先生がいるんです。それから、

今、質疑で私が言うように、例の県でやってい

る学力テスト、この辺も追究していけば先生ま

でわかるわけです。それでもって、新しい学級

を持って、その学級の平均学力を上げる先生が

いい先生、そういうことからすると、やっぱり

テストなんかを分析すればそれが出てくるんで

す。ぜひ、宮崎が、教育県になるために頑張っ

てください。

○重松委員長 その他、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 ないようでございます。

それでは、以上をもって教育委員会を終了い

たします。執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時49分休憩

午後２時53分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

採決についてでありますが、申し合わせによ

り委員会審査の最終日に行うことになっており

ますので、４日金曜日に採決を行うこととし、

再開時刻を13時00分、ちょうどとしたいと思い

ますので、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

本来であれば、採決後に御意見をいただくと

ころでありますが、今回は日程的に余裕がござ

いませんので、この場で協議をさせていただき

たいと存じます。

委員長報告の項目等について、特に御要望は

ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、委員長報告につきま

しては、正副委員長に御一任いただくことで御

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 それでは、そのようにいたしま

す。
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そのほか、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 以上をもちまして、本日の委員

会を終わります。

午後２時54分散会
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午後０時59分再開

出席委員（７人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 日 高 博 之

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 中 野  明

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 西久保 耕 史

議 事 課 主 事 八 幡 光 祐

○重松委員長 委員会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、その前に、

各議案につきまして賛否も含めて御意見をお願

いしたいと思います。

休憩いたします。

午後０時59分休憩

午後１時６分再開

○重松委員長 委員会を再開いたします。

それでは、ほかにないようですので、これか

ら議案の採決を行います。

議案の採決につきましては、議案ごとがよろ

しいでしょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 一括でよろしいですね。それで

は、一括して採決いたします。

議案第46号、第58号から61号、第66号、第69

号及び第74号につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 異議なしと認めます。よって、

各号議案につきましては、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。

そのほか、何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 以上で、委員会を終了いたしま

す。

午後１時６分閉会

平成28年３月４日(金)


